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岡
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知
之
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藤　
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生
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髙　

山　

命　

之　

　

協
議
員
会
議
長 　

長　

江　

俊　

忠

　
岡
山
県
神
社
総
代
会

　
　
　

会　

長 　
　

中　

島　
　
　

博

　
【
事
務
局
】

　
　
　

参　

事 　
　

瀧　

本　

文　

典

　
　
　

主　

事 　
　

岡　

本　

好　

範

　
　
　

録　

事 　
　

清　

水　

美
代
子

謹
賀
新
年

皇
紀
二
六
七
七
年
丁
酉
歳

矢掛神社（小田郡矢掛町矢掛）

祝
祭
日
に
は
国
旗

を
掲
げ
ま
し
ょ
う

◆
任
期
の
切
り
替
わ
り
時
期
と
な
り
、
新
し

い
広
報
部
が
始
動
し
ま
し
た
。
就
任
早
々
か

ら
神
社
庁
Ｈ
Ｐ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
作
業
に
取

り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
何
か
と
至
ら
な
い
点

も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、部
員
一
丸
と
な
っ

て
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
宜
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。　
　
　

 

広
報
部
長　

福
田

　この度、岡山県神社庁ホームページをリニューアルする事になり、県内神社の美しい風景や祭りなどを紹介
する「神社ギャラリー」を設けることになりました。
　神社ギャラリーはＨＰ上から神社関係者を始め、広く一般の方もプロアマ問わず何方でも投稿でき、広報部
会の確認の後に掲載されるものです。手始めに関係神社の写真を投稿してご自慢の腕前をぜひＨＰでご披露さ
れては如何でしょう。
　投稿の方法はリニューアル後のＨＰに掲載しますが、写真はその権利を持つご本人や委託された方が、画像
データで投稿フォームからお送りいただく事になりますので、プリント写真等は画像データ（JPG）に変換が
必要です。
　リニューアルは平成 29 年２月を予定しておりますので、眠っている写真
や新たに撮影した写真を今の内から用意しておいて下さい。
　神社ギャラリーに１人１人が協力し、多くの写真が集まれば、岡山県の巨
大な神社歳時記写真集となります。そして、あなたの町の神社や祭りを後世
に残し、全国に紹介されるツールとなるのです。皆さまからの投稿をお待ち
申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山県神社庁教化委員会広報部会

神社ギャラリー 投稿写真募集
神社庁ホームページリニューアル

あ 

と 

が 

き

開 

催 

予 

告

枚
岡
神
社
か
ら
学
ぶ
神
道
教
化

　

枚
岡
神
社
（
東
大
阪
市
）
で
実
施
さ

れ
て
い
る
数
々
の
ユ
ニ
ー
ク
な
教
化
活

動
と
春
日
大
社
「
伝
神
楽
」
の
特
別
拝

観
を
盛
り
込
ん
だ
「
神
社
視
察
研
修
旅

行
」
を
実
施
致
し
ま
す
。

　

神
職
対
象
で
す
の
で
、
こ
の
機
会
に

是
非
ご
参
加
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

記

⑴ 

日　

時　

平
成
29
年
５
月
23
・
24
日

⑵ 

視
察
社　

枚
岡
神
社･

春
日
大
社

⑶ 

宿　

泊　
奈
良
ワ
シ
ン
ト
ン
ホ
テ
ル
プ
ラ
ザ

⑷ 

費　

用　

一
万
八
千
円

⑸ 

申　

込　
教
化
委
員
会
事
業
部
会
か
ら
年

　
　
　
　
　
　

明
け
に
申
込
書
を
お
送
り
し 

　
　
　
　
　
　

 

ま
す
。
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　11 月
1 日 月次祭
2 日 祭祀舞部会／神青協三役会・発送作業
9 日 岡山県神社総代会研修会（津山鶴山ホテル）
11 日 関係者大会企画委員会／特殊神事部会
14 日 臨時協議員会／身分選考委員会
16 日 研修企画室会議
17 日 祭儀部会
18 日 教神協打合せ／雅楽部会／女子神職会作業
21 日 事業部会／事業部会、特殊神事部会合同会議

24 日 神青協合同会議
新穀感謝祭団体参拝（第 1 日目）

25 日 新穀感謝祭団体参拝（第 2 日目）
26 日 新穀感謝祭団体参拝（第 3 日目）
28 日 神青協啓発活動準備・神青協役員会

　９月
1 日 月次祭
2 日 委員会事務説明会／支部事務説明会
6 日 祭祀舞部会／神青協研修準備
7 日 神青協研修会／教神協打合せ　　
8 日 事業部会
9 日 祭儀部会・雅楽部会習礼
14 日 女子神職会役員会／二級伝達式
15 日 神青協広報部会
16 日 こども伊勢まいり反省会
20 日 神青協三役会・神青協臨時総会

21 日 神宮大麻暦頒布始祭奉告祭
神宮大麻頒布推進会議

29 日 女子神職会研修会／財務委員会

　８月
1 日 直階検定講習会（8/1 ～８/30）
2 日 月次祭
8 日 神政連幹事会
9 日 祭祀舞部会 / 広報部会
22 日 こども伊勢まいり（第 1 日）

23 日 中国地区憲法改正推進講演会（広島県）
こども伊勢まいり（第 2 日）

25 日 役員会／身分選考委員会
こども伊勢まいり（第３日）

26 日 雅楽部会（いさお会館）
氏青協総会（羽黒神社）

30 日 階位検定委員会
31 日 二級伝達式

　

平
成
二
十
九
年
丁
酉
歳
の
新
春
を
迎
え
、

皇
室
の
弥
栄
、
県
内
各
神
社
ご
社
頭
の
隆
昌

と
皆
様
方
の
ご
健
勝
ご
多
幸
を
お
祈
り
申
し

上
げ
ま
す
。

　

昨
年
四
月
熊
本
を
中
心
と
す
る
二
度
に
亘

る
大
地
震
に
よ
り
甚
大
な
被
害
に
見
舞
わ

れ
、
多
く
の
神
社
も
被
災
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
を
受
け
て
県
内
神
社
関
係
者
の
皆
様
に

義
捐
金
の
お
願
い
を
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ

三
百
四
十
万
円
余
り
を
お
寄
せ
頂
き
ま
し

た
。
皆
様
の
ご
芳
志
に
対
し
、
衷
心
よ
り
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
義
捐
金
は
神
社
本
庁
が
取
り
纏
め
全

国
か
ら
総
額
三
億
九
千
五
百
万
円
が
寄
せ
ら

れ
、
本
庁
災
害
対
策
資
金
会
計
か
ら
の
支
出

金
千
五
百
万
円
を
合
わ
せ
て
四
億
一
千
万
円

が
熊
本
、
大
分
、
福
岡
、
佐
賀
、
長
崎
、
宮

崎
の
各
県
神
社
庁
に
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。　

一
日
も
早
い
復
興
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上

げ
た
く
思
い
ま
す
。

　

又
、
昨
年
は
神
社
本
庁
並
び
に
岡
山
県
神

社
庁
も
設
立
七
十
年
の
節
目
の
年
を
迎
え
、

設
立
当
初
の
先
人
た
ち
の
ご
労
苦
に
想
い
を

馳
せ
つ
つ
、
更
な
る
斯
界
発
展
の
為
に
力
を

尽
く
す
べ
く
思
い
を
新
た
に
し
た
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
斯
界
を
取
り
巻
く
社
会

情
勢
は
少
子
高
齢
化
、
人
口
減
少
に
よ
る
過

疎
化
の
進
展
等
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
の
が

現
状
で
あ
り
、
喫
緊
の
最
重
要
課
題
で
あ
る

こ
と
は
皆
斉
し
く
思
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

　

本
庁
で
は
、「
過
疎
地
域
神
社
活
性
化
推
進

委
員
会
」
を
設
置
し
、
課
題
を
単
に
協
議
す

る
だ
け
で
な
く
、
解
決
に
向
け
て
推
進
す
る

実
働
部
隊
と
し
て
運
営
す
る
方
針
を
打
ち
出

し
て
い
ま
す
。

　

中
国
地
区
に
お
き
ま
し
て
も
昨
年
暮
れ
、

　

神
社
庁
の
課
題
と
事
業
の
展
開

【年頭所感】

　10 月
3 日 月次祭／神宮奉賛部会／直階伝達式

4 日 神社庁神楽部役員会／祭祀舞部会／役員会
身分選考委員会

5 日 神政連幹事会／広報部会
17 日 特殊神事部会
18 日 研修企画室会議／二級伝達式
19 日 事業部会
24 日 岡山八幡会役員会・総会
26 日 神宮奉賛部会
27 日 雅楽部会

　７月
1 日 月次祭
4 日 直階検定講習会受講者面接
5 日 祭祀舞部会／祭祀委員会役員会・総会

7 日 教化委員会総会／広報部会／事業部会
神宮奉賛部会／育成部会／神政連監査

8 日 神青協役員会／神政連監査会・役員会
11 日 役員会／身分選考委員会
14 日 神政連代議員会
20 日 総代会評議員会
26 日 祭儀部会
27 日 神青協発送作業
28 日 神宮奉賛部会

庁務日誌抄
自　平成 28 年７月１日
至　平成 28 年 11 月 30 日

広
島
県
神
社
庁
の
呼
び
か
け
に
よ
り
過
疎
化

対
策
等
を
専
門
に
扱
う
組
織
作
り
の
協
議
に

入
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
中
国
地
区
四
県
と
互
い
の
情
報
を

共
有
す
る
と
共
に
緊
密
な
連
携
を
取
り
な
が

ら
、
当
県
に
と
っ
て
の
有
効
な
対
策
を
模
索

推
進
し
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
岡
山
県
神
社
庁
に
お
き
ま
し
て
は
、

本
年
度
予
算
に
計
上
し
て
頂
き
ま
し
た
神
社

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
刷
新
作
業
を
、
教
化
委

員
会
広
報
部
会
福
田
真
人
部
長
を
中
心
に
鋭

意
努
力
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　

若
い
世
代
に
対
し
、
神
社
界
を
身
近
に
感

じ
て
頂
く
、
或
い
は
知
っ
て
頂
く
為
の
最
も

有
効
な
手
段
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

内
容
の
充
実
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
よ
り
進

化
し
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
生
ま
れ
変
わ
り
、

当
県
神
社
界
の
情
報
発
信
の
要
と
し
て
大
い

に
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
事
務
局
に
つ
い
て
で
す
が
、
当
県

と
同
等
の
神
社
庁
事
務
局
員
は
四
名
乃
至
五

名
が
一
般
的
で
す
。
一
概
に
比
較
は
出
来
ま

せ
ん
が
、
今
の
事
務
局
員
に
は
大
き
な
負
担

を
か
け
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ご
承
知

の
通
り
、
本
年
六
月
末
日
を
も
っ
て
清
水
録

事
が
退
職
致
し
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
四
月
一

日
よ
り
新
入
職
員
と
し
て
、
女
子
職
員
一
名

の
採
用
を
内
定
し
て
お
り
ま
す
が
、
即
戦
力

と
は
い
か
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
事
務
局
員
三
名
体
制
を
維
持
す

る
為
に
は
事
務
量
の
負
担
軽
減
は
必
須
で
あ

り
、
取
り
敢
え
ず
直
近
で
必
要
と
思
わ
れ
る

シ
ス
テ
ム
開
発
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。

　

事
務
局
の
現
状
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
ご

協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

年
頭
に
あ
た
り
、
所
感
の
一
端
を
申
し
述

べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
本
年
も
神
社
庁
の
諸

行
事
に
対
し
、
各
段
の
ご
協
力
を
賜
り
ま
す

よ
う
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

岡
山
県
神
社
庁

　
庁
長　
牧　
　
博　
嗣

　

平
成
二
十
九
年
の
新
春
を
迎
え
、先
ず
も
っ

て
聖
寿
の
万
歳
、
皇
室
の
弥
栄
と
国
家
の
隆

昌
、
更
に
は
県
内
各
神
社
の
繁
栄
、
神
職
氏

子
崇
敬
者
皆
様
方
の
ご
健
勝
を
祈
念
し
、
新

年
の
ご
祝
辞
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
三
月
の
臨
時
協
議
員
会
で
再

度
副
庁
長
の
大
任
を
仰
せ
つ
か
り
、
今
期
か

ら
更
に
神
社
本
庁
評
議
員
に
も
選
出
さ
れ
ま

岡
山
県
神
社
庁
副
庁
長　
藤
山
知
之
進

三
年
間
を
糧
と
し
て　

　
　
　

庁
長
を
支
え
る

【副庁長就任挨拶】

四
月
一
日　
就
任

関
係
者
大
会
企
画
委
員
会
委
員
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

牧　
　
　

博　

嗣

関
係
者
大
会
企
画
委
員
会
副
委
員
長　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
月
二
十
六
日

関
係
者
大
会
企
画
委
員
会
委
員

神 

社 

庁 

辞 

令

佐
々
木　

講　

治

戸　

部　

廣　

徳

岡　

部　

典　

雄

伏　

見　
　
　

正

太　

田　

浩　

司

日　

野　

正　

彦

林　
　
　

浩　

平

三　

垣　
　
　

一

春　

名　
　
　

明

藤　

原　

光　

利

河　

本　

昌　

樹

白　

神　

倫　

枝

小　

坂　

博　

通

根　

石　

俊　

明

河　

野　
　
　

薫

長　

江　

俊　

忠

馬　

渕　

清　

昇

斎　

藤　

黎　

子

十
一
月
一
日　
就
任

錬
成
行
事
助
彦

　
　
　
　
　
　
　

村　

岡　

宣　

祐（
再
任
）

十
一
月
十
四
日　
就
任

岡
山
県
神
社
庁
協
議
員
会
議
長　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

長　

江　

俊　

忠

岡
山
県
神
社
庁
協
議
員
会
副
議
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

大　

橋　

美
代
治

藤　

山　

知
之
進

中　

島　
　
　

博

【
閉
庁
の
お
知
ら
せ
】

平
成
28
年
12
月
29
日

             

～

平
成
29
年
１
月
４
日

（年末年始）
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年 

月 

日

鎮　
座　
地

神　
社　
名

本
務
職

氏　

 

名

28
・
7
・
５
浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中

真
止
戸
山
神
社

禰
宜

中
山　

智
恵

28
・
7
・
20
岡
山
市
北
区
川
入

八
幡
神
社

宮
司

田
井　

一
郎

28
・
８
・
30
高
梁
市
備
中
町
東
油
野

八
幡
神
社

宮
司

長
原　

律
夫

28
・
10
・
１
倉
敷
市
本
町

阿
智
神
社

権
禰
宜

三
谷　

真
之

28
・
10
・
５
加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
田
東

松
尾
神
社

禰
宜

藤
本　

智
美

28
・
10
・
6
加
賀
郡
吉
備
中
央
町
三
納
谷

三
所
神
社

禰
宜

海
士
部　

泰
徳

28
・
10
・
６
加
賀
郡
吉
備
中
央
町
案
田

化
氣
神
社

禰
宜

小
倉　

孝
男

28
・
10
・
18
玉
野
市
山
田

水
守
神
社

禰
宜

松
浦　

愛
実

28
・
10
・
19
倉
敷
市
玉
島
乙
島

戸
島
神
社

宮
司

桑
野　

重
臣

28
・
11
・
11
小
田
郡
矢
掛
町
東
川
面

大
元
鵜
江
神
社

宮
司

鳥
越　

真
澄

28
・
11
・
11
小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛

矢
掛
神
社

宮
司

鳥
越　

充
久

28
・
11
・
14
岡
山
市
中
区
祇
園

総
社
宮

宮
司

武
部　

一
宏

神  

職  

任  

免

▼
就
任
発
令
の
部
▲　
※
本
務
の
み
掲
載

神  

職  

帰  

幽

年 

月 

日

鎮　
座　
地

神　
社　
名

本
務
職

氏　

 

名 

28
・
８
・
30
高
梁
市
備
中
町
東
油
野

八
幡
神
社

宮
司

長
原　

環

28
・
10
・
18
倉
敷
市
玉
島
乙
島

戸
島
神
社

宮
司

桑
野　

典
彦

▼
退
任
発
令
の
部
▲　
※
本
務
の
み
掲
載

年 

月 

日

鎮　
座　
地

神  

社  

名

職
名

氏　
名

現
身
分
享
年

28
・
9
・
3
津
山
市
杉
宮

西
賀
茂
神
社

名
誉
宮
司
青
山　

信
雄

二
級
上

102

28
・
10
・
14
高
梁
市
宇
治
町
本
郷

清
實
八
幡
神
社
宮
司

藤
本　

正
昭

二
級
上

89

28
・
10
・
24
真
庭
市
種

田
根
神
社

禰
宜

東
郷　

韶
人

三
級

75

し
た
。
何
事
も
そ
の
役
職
に
就
か
な
け
れ
ば

分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
河
本

前
庁
長
の
下
で
分
か
っ
た
の
は
「
庁
長
職
は

と
ん
で
も
な
く
忙
し
い
」
こ
と
。
県
内
外
の

様
々
な
行
事
へ
の
出
席
、
稟
議
書
の
決
裁
、

責
任
者
と
し
て
の
決
断
な
ど
副
庁
長
と
し
て

身
近
に
見
て
参
り
ま
し
た
。

　

河
本
前
庁
長
は
内
外
の
行
事
に
副
庁
長
を

代
理
と
し
て
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
さ
ら
に
問
題
が
生
じ
た
と
き
の
対
応
、

本
質
を
見
定
め
た
上
で
の
対
処
な
ど
考
え
る

　

こ
の
度
、
臨
時
協
議
委
員
会
に
お
い
て
副

庁
長
を
拝
命
致
し
ま
し
た
。牧
庁
長
の
も
と
、

神
社
庁
の
健
全
な
運
営
に
尽
力
す
る
所
存
で

す
。

　

神
社
庁
の
大
き
な
目
的
は
、
日
本
古
来
守

り
伝
え
ら
れ
て
き
た
伝
統
・
文
化
の
継
承
で

す
。
こ
の
数
十
年
の
社
会
の
変
化
は
著
し
い

日
本
の
伝
統
・
文
化
を
継
承
す
る

　

       

役
目
と
な
る
神
社
庁

【副庁長新任挨拶】
岡
山
県
神
社
庁
副
庁
長　
佐
々
木　
講
治

機
会
を
与
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
諸
先
輩
の
ご
配
慮
に
感
謝
し

つ
つ
、
現
牧
庁
長
を
全
力
で
支
え
、
こ
れ
か

ら
の
岡
山
県
神
社
庁
の
在
り
方
を
模
索
し
て

ゆ
く
の
も
副
庁
長
の
務
め
で
あ
る
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
は
一
人
一
人
の
神
職
の
皆
様
の
ご

協
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。

　

皆
様
の
ご
協
力
を
切
に
お
願
い
し
、
年
頭

の
ご
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

戦
後
教
育
の
結
果
で
し
ょ
う
か
、
個
々
の

意
識
を
尊
重
す
る
あ
ま
り
、
個
人
主
義
に
傾

き
過
ぎ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
核
家
族
に
伴
い
人
生
儀
礼
・
葬
送

儀
礼
の
変
化
が
著
し
く
進
ん
で
い
ま
す
。
簡

素
化
も
必
要
で
し
ょ
う
が
、
護
る
も
の
は
護

り
、
伝
え
て
い
く
も
の
は
伝
え
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

変
化
し
な
い
も
の
は
生
き
残
れ
な
い
と
も

言
い
ま
す
が
、
日
本
の
良
き
伝
統
・
文
化
を

護
り
伝
え
て
い
く
役
目
が
神
社
庁
に
は
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

皆
様
の
ご
指
導
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上

げ
、
就
任
の
挨
拶
と
致
し
ま
す

　
十
一
月
十
四
日
、
神
社
庁
講
堂
に
お
い
て

臨
時
協
議
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

開
式
行
事
、
庁
長
挨
拶
に
続
き
、
議
長
の

選
任
が
行
わ
れ
、
議
長
に
長
江
俊
忠
氏
、
副

議
長
に
大
橋
美
代
治
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
選
任
さ

れ
た
。

　

長
江
議
長
が
登
壇
し
、
議
事
の
審
議
が
行

わ
れ
た
。

○
議
案
第
一
号
『
平
成
二
十
七
年
度
岡
山
県

　

神
社
庁
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
』

○
議
案
第
二
号
『
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
神

　

社
庁
別
途
会
計
収
支
決
算
』

○
議
案
第
三
号
『
平
成
二
十
七
年
度
岡
山
県

　

神
社
庁
事
業
会
計
決
算
』

○
議
案
第
四
号
『
岡
山
県
神
社
庁
財
産
目
録
』

　

続
い
て
監
査
報
告
が
行
わ
れ
た
。

（
質
問
）
神
社
庁
研
修
所
に
於
い
て
社
頭
講
演

研
修
会
を
開
催
し
て
頂
け
な
い
か
。

（
回
答
）
研
修
企
画
室
で
検
討
す
る
。

（
質
問
）
負
担
金
減
免
措
置
を
受
け
た
神
社
は

あ
る
か
。

（
回
答
）
平
成
二
十
七
年
度
の
申
請
は
あ
り
ま

せ
ん
。

（
質
問
）
財
務
委
員
会
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
改
正

を
含
め
て
再
考
で
き
な
い
か
。

（
回
答
）
財
務
委
員
会
の
予
算
編
成
上
、
必
要

な
の
で
修
正
は
検
討
す
る
が
、
ご
理
解
を
頂

き
た
い
。

（
質
問
）
消
耗
品
費
は
補
正
で
増
額
し
た
に
も

拘
わ
ら
ず
、
決
算
が
当
初
予
算
よ
り
減
額
に

平
成
27
年
度
決
算
／
平
成
28
年
度
補
正
予
算
を
承
認

　【臨時協議員会】

議
長
に
長
江
氏
が
再
任

協
議
員
会
議
長

　
長
江　
俊
忠

  　臨時協議員会で挨拶を行う牧庁長

　

岡
山
県
氏
子
青
年
協
議
会
（
馬
渕
清
昇
会

長
）
は
、
全
国
氏
子
青
年
協
議
会
の
「
神
宮

新
穀
奉
納
行
事
」
に
呼
応
し
て
、
県
内
氏
青

で
は
初
め
て
神
宮
へ
の
献
穀
事
業
を
行
っ

た
。

　

こ
の
事
業
は
、
羽
黒
神
社
氏
子
青
年
会
渡

辺
明
廣
副
会
長
（
玉
島
）
の
田
を
借
り
、
そ

こ
を
献
穀
田
と
定
め
て
、
春
か
ら
稲
を
育
て

て
き
た
が
、
い
よ
い
よ
収
穫
時
期
を
迎
え
た

た
め
、
十
月
二
十
九
日
午
前
十
時
か
ら
祭
典

と
刈
り
入
れ
が
執
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ

る
。

　

当
日
は
、
献
穀
田
に
設
置
し
た
祭
壇
で
福

県
氏
青
協
が
献
穀
田
で
抜
穂
祭

  抜穂祭に参列する氏青協会員

  刈り取りを行う氏青協会員

田
真
人
羽
黒
神
社
宮
司
が
祝
詞
を
奏
上
し
、

岡
山
県
氏
子
青
年
協
議
会
馬
渕
会
長
以
下
八

名
が
参
列
の
下
、
祭
典
が
厳
粛
に
執
り
行
わ

れ
た
。

　

祭
典
に
引
き
続
き
鎌
で
刈
り
初
め
の
抜
穂

祭
を
行
い
、
会
員
総
出
で
約
三
〇
〇
kg
ほ
ど

の
献
穀
米
の
収
穫
と
な
っ
た
。
収
穫
さ
れ
た

新
穀
は
十
二
月
七
日
に
神
宮
に
奉
納
さ
れ
た

他
、
氏
青
協
が
所
属
す
る
鴻
八
幡
宮
、
羽
黒

神
社
に
も
奉
納
さ
れ
る
。

　

珍
し
い
試
み
と
し
て
の
話
題
性
も
あ
り
、

地
元
山
陽
新
聞
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
二
社
が

取
材
に
訪
れ
、
広
く
報
道
さ
れ
た
。

ー
神
宮
に
奉
納
へ
ー
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な
っ
て
い
る
の
は
何
故
か
。

（
回
答
）イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー

対
策
の
た
め
に
九
月
に
補
正
を
組
ん
だ
が
、

そ
の
他
の
支
出
が
予
想
外
に
少
な
く
、
見
誤

り
で
あ
っ
た
。

（
質
問
）
職
員
退
職
金
の
一
部
を
中
退
共
に

掛
金
と
し
て
投
入
し
て
い
る
が
、
中
退
共
は

非
営
利
目
的
で
あ
る
宗
教
法
人
は
加
入
で
き

な
い
と
思
う
が
。

（
回
答
）
現
時
点
で
加
入
出
来
て
い
る
し
、

過
去
に
受
給
も
さ
れ
て
い
る
。

（
質
問
）
神
社
庁
事
業
部
取
り
扱
い
物
品
を

来
春
か
ら
取
り
止
め
る
事
と
な
っ
て
い
る

が
、
予
め
注
文
を
取
っ
て
、
神
社
関
係
者
大

会
で
販
売
し
て
貰
え
な
い
か
。

（
回
答
）
今
後
の
物
品
販
売
の
継
続
は
困
難

で
あ
る
。
発
注
先
業
者
の
紹
介
は
可
能
。

　

そ
の
他
、
事
業
会
計
及
び
財
産
目
録
の
記

載
方
法
な
ど
の
質
疑
が
あ
っ
た
が
、
当
庁
の

記
載
方
法
で
了
解
を
得
る
。

○
議
案
第
五
号
『
平
成
二
十
八
年
度
岡
山
県

　

神
社
庁
一
般
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
案
』

質
疑
は
な
く
、
可
決
さ
れ
た
。

○
そ
の
他

（
要
望
）
社
頭
講
演
で
は
な
く
祭
典
後
の
社

頭
講
話
研
修
会
を
開
催
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

（
質
問
）
過
疎
化
地
域
対
策
に
つ
い
て
神
社

庁
の
取
り
組
み
を
お
聞
か
せ
願
い
た
い
。

（
回
答
）
神
社
本
庁
及
び
中
国
地
区
神
社
庁
も

対
策
を
行
う
事
に
な
り
、
今
年
か
ら
取
り
組

み
を
始
め
て
い
る
の
で
、
両
者
と
連
携
を
取

り
な
が
ら
対
策
を
講
じ
る
検
討
を
す
る
。

（
質
問
）
最
近
、
神
社
関
係
者
大
会
に
装
束
店

等
の
出
店
が
無
い
の
は
何
故
か
。。

（
回
答
）
装
束
組
合
に
呼
び
掛
け
て
い
る
が
、

売
上
が
少
な
い
の
で
、
来
岡
さ
れ
な
く
な
っ

た
。

（
要
望
）
研
修
制
度
の
見
直
し
で
神
職
の
資
質

向
上
を
図
る
研
修
会
を
検
討
し
て
頂
き
た
い
。

　　　　　　　　        平成 27 年度

       岡山県神社庁
        一般会計歳入歳出決算書
　　                   （平成 27 年 7 月 1 日〜平成 28 年 6 月 30 日）

　　　    歳入総額　138,706,026 円
　　　    歳出総額　114,297,012 円
　　　    差引残高　  24,409,014 円

科　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異（△）
Ⅰ神饌及び幣帛料 870,000 790,600 79,400

1 本庁幣 620,000 612,600 7,400
2 神饌及初穂料 250,000 178,000 72,000

Ⅱ財産収入 10,000 5,548 4,452
Ⅲ負担金 36,920,000 36,922,830 △ 2,830

1 神社負担金 25,844,000 25,840,260 3,740
2 神職負担金 9,230,000 9,236,540 △ 6,540
3 支部負担金 1,846,000 1,846,030 △ 30

Ⅳ交付金 65,300,000 65,540,800 △ 240,800
1 本庁交付金 900,000 1,218,200 △ 318,200
2 神宮神徳宣揚交付金 64,000,000 64,000,000 0
3 本庁補助金 400,000 322,600 77,400

Ⅴ寄付金 3,000,000 2,688,000 312,000

Ⅵ諸収入 5,535,000 9,659,491 △ 4,124,491
（8,425,061） （△ 1,234,430）

1 表彰金 50,000 50,000 0
2 預金利子 5,000 4,461 539
3 申請料・任命料 2,000,000 2,722,000 △ 722,000

4 会費 3,180,000 6,360,061 △ 3,180,061
（6,070,061） （△ 290,000）

5 雑収入 300,000 522,969 △ 222,969
Ⅶ繰入金 1,200,000 1,200,000 0

当期歳入合計 112,835,000 116,807,269 △ 3,972,269
（115,725,061） （△ 1,082,208）

前期繰越金 19,000,000 21,898,757 △ 2,898,757
（21,898,757） （0）

歳入合計 131,835,000 138,706,026 △ 6,871,026
（137,623,818） （△ 1,082,208）

【歳入の部】
科　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異（△）

Ⅰ幣帛料 2,300,000 2,166,500 133,500
1 本庁幣 2,200,000 2,106,500 93,500
2 神社庁幣 100,000 60,000 40,000

Ⅱ神事費 400,000 317,740 82,260

Ⅲ事務局費 31,210,000 26,615,032 4,594,968
（31,570,000） （4,954,968）

1 表彰並びに儀礼費 1,600,000 901,306 698,694
　⑴各種表彰費 600,000 417,624 182,376
　⑵慶弔費 1,000,000 483,682 516,318
2 会議費 200,000 158,740 41,260
3 役員関係費 1,400,000 1,400,000 0
　⑴役員報酬 1,280,000 1,280,000 0
　⑵地区会議関係費 120,000 120,000 0

4 給料及び福利厚生費 16,100,000 14,628,068 1,471,932
（16,160,000） （1,531,932）

　⑴給料 8,300,000 8,352,000 △ 52,000
（8,360,000） （8,000）

　⑵諸手当 5,000,000 4,250,874 749,126
　⑶各種保険料 2,700,000 1,958,110 741,890
　⑷職員厚生費 100,000 67,084 32,916

５庁費 6,360,000 5,160,867 1,199,133
（6,660,000） （1,499,133）

　⑴備品費 300,000 462,232 △ 162,232
（500,000） （37,768）

　⑵図書印刷費 750,000 554,082 195,918

　⑶消耗品費 1,300,000 1,005,309 294,691
（1,400,000） （394,691）

　⑷水道光熱費 1,200,000 1,134,203 65,797
　⑸通信運搬費 900,000 701,075 198,925
　⑹雑費 1,910,000 1,303,966 606,034
6 交際費 1,100,000 1,069,347 30,653
7 旅費 3,300,000 2,484,594 815,406
8 維持管理費 950,000 665,425 284,575
9 法務対策費 200,000 146,685 53,315

【歳出の部】

　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日
午
前
十
一

時
、
岡
山
県
庁
議
員
棟
に
打
田
会
長
を
迎
え

ま
し
た
。
昼
食
の
後
、
自
民
党
県
議
員
団
控

室
に
招
か
れ
、
西
岡
県
議
の
司
会
の
下
、
神

道
議
員
連
盟
講
演
会
の
開
催
が
告
げ
ら
れ
、

岡
崎
豊
会
長
並
牧
博
嗣
本
部
長
の
挨
拶
の

後
、
愈
々
打
田
文
博
氏
の
登
壇
と
な
り
ま
し

た
。
打
田
氏
は
開
口
一
番
、
神
政
連
国
会
議

員
懇
談
会
の
メ
ン
バ
ー
が
衆
参
両
院
併
わ
せ

て
三
〇
四
名
で
あ
る
事
、
会
長
は
安
部
総
理
、

事
務
局
長
は
稲
田
防
衛
大
臣
で
あ
る
事
等
を

述
べ
ら
れ
た
後
、
神
政
連
が
目
指
す
憲
法
改

正
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
、
現
行
憲
法
を
次
の

よ
う
に
解
説
し
た
。

①
占
領
下
の
異
常
な
事
態
の
中
で
作
ら
れ
た

　

事
。

②
前
文
か
ら
九
十
六
条
ま
で
各
条
項
に
問
題

　

が
あ
る
事
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③
自
民
党
の
改
憲
試
案
は
、
素
晴
ら
し
い
た

　

た
き
台
に
な
る
事
。

神
道
政
治
連
盟
中
央
本
部
打
田
文
博
新
会
長
講
演

  講演を行う内田神政連中央本部会長

　　　　　　 打
うち

 田
だ

 文
ふみ

 博
ひろ

昭和 28 年生まれ、國學院大學神道学専
攻科卒。神奈川・寒川神社権禰宜を経て、
55 年から神社本庁に奉職し、渉外部長・
神道政治連盟事務局長などを歴任した。
平成12年から静岡・小國神社宮司を務め、
19 年には神政連幹事長に就任。28 年 6
月の神政連中央委員会において新会長に
選任された。63 歳。

（
神
政
連
県
本
部
副
幹
事
長　

岡
﨑
義
弘
）

④
九
十
六
条
に
改
憲
条
項
が
あ
る
中
で
、
正

　

当
な
手
続
き
を
経
て
改
憲
を
目
指
す
事
こ

　

そ
立
憲
主
義
そ
の
も
の
で
あ
る
事
等
々
。

　

ま
た
、
具
体
的
事
例
を
次
の
よ
う
に
述
べ

　

ら
れ
た
。

①
前
文
に
独
立
国
家
と
し
て
自
ら
国
を
守
っ

　

て
行
く
と
の
決
意
が
示
さ
れ
て
い
な
い
事
。

②
国
家
元
首
の
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い

　

事
。

③
天
皇
陛
下
の
十
二
の
国
事
行
為
の
中
に
、　

　

も
う
一
つ
宮
中
祭
祀
（
祈
り
）
の
項
目
を

　

入
れ
る
べ
き
事
。

④
九
条
に
国
防
軍
の
項
を
付
け
加
え
る
べ
き

　

事
。

　

更
に
「
象
徴
と
し
て
の
お
務
め
に
つ
い
て
」

天
皇
陛
下
が
お
こ
と
ば
を
発
表
さ
れ
た
事
に

言
及
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

①
こ
の
事
は
国
民
等
し
く
真
剣
に
考
え
る
べ

　

き
問
題
。

②
五
十
代
の
頃
の
陛
下
と
八
十
代
の
今
日
の

　

陛
下
と
を
お
も
ん
ば
か
り
て
、
確
か
に
御

　

公
務
の
軽
減
、
役
割
り
分
担
の
必
要
も
認

　

め
ら
れ
る
。

③
明
治
時
代
の
旧
皇
室
典
範
の
終
身
在
位
制

　

は
、
よ
く
よ
く
熟
慮
を
重
ね
た
結
果
の
賜

　

物
で
あ
る
。

④
譲
位
か
摂
政
を
置
く
か
の
み
の
議
論
が
為

　

さ
れ
る
の
は
的
を
得
た
議
論
で
は
な
い
。

⑤
い
ず
れ
に
し
ろ
、
政
府
の
対
応
を
注
視
し

　

て
行
き
た
い
。

　

最
後
に
ま
と
め
て
、
憲
法
改
正
、
皇
室
の

尊
厳
護
持
、
戦
没
者
の
慰
霊
・
顕
彰
等
々
、

神
政
連
の
取
り
組
む
べ
き
課
題
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

打
田
会
長
の
非
常
に
歯
切
れ
の
良
い
、
分

か
り
易
い
お
話
し
に
自
民
党
県
議
団
の
皆
様

が
「
今
日
は
大
変
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
お

か
げ
で
神
政
連
の
活
動
方
針
を
一
層
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」
と
、
口
々
に
感
想

を
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
あ
り
ま

し
た
。

　

打
田
文
博
会
長
を
岡
山
県
に
お
呼
び
し
て
、

親
し
く
御
講
演
を
し
て
頂
き
本
当
に
良
か
っ

た
と
思
わ
れ
、
こ
れ
か
ら
そ
の
成
果
が
確
実

に
現
わ
れ
る
事
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

正
当
な
手
続
で
改
憲
を
目
指
す
事
こ
そ
立
憲
主
義

　

平
成
二
十
八
年
度
の
神
道
政
治
連
盟
岡

山
県
本
部
の
年
間
行
事
計
画
の
一
番
の
柱

と
な
る
事
業
と
し
て
、
神
政
連
打
田
文
博

新
会
長
を
十
二
月
二
日
に
岡
山
へ
お
迎
え

し
、
岡
山
県
庁
に
て
岡
山
県
神
道
議
員
連

盟
（
会
長
岡
崎
豊
県
議
）
に
所
属
す
る
自

由
民
主
党
県
議
団
の
議
員
諸
氏
に
対
し
、

講
演
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

　

又
、
そ
の
後
午
後
三
時
か
ら
場
所
を
ホ

テ
ル
エ
ク
セ
ル
岡
山
に
移
し
て
、
神
道
政

治
連
盟
岡
山
県
本
部
の
役
員
並
び
に
代
議

員
諸
氏
に
、重
ね
て
御
講
演
を
お
願
い
し
、

活
発
な
質
疑
応
答
の
後
、
胸
襟
を
開
い
て

懇
親
会
を
催
す
事
が
叶
い
ま
し
た
。
多
く

の
関
係
者
の
皆
様
に「
神
政
連
の
活
動
と
、

目
指
す
処
」
を
詳
細
に
、
平
易
に
、
親
し

み
を
込
め
て
語
っ
て
い
た
だ
い
た
密
着
レ

ポ
ー
ト
を
茲
に
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。



（　）　第 122 号　　　　　　　　　　 　  岡 山 県 神 社 庁 庁 報 　 　　　　  　平成 29 年 1 月 1 日 平成 29 年 1 月 1 日　　 　　　　　　      岡 山 県 神 社 庁 庁 報 　 　                    第 122 号  （　）5 12
科　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異（△）

Ⅳ指導奨励費 13,749,000 15,980,403 △ 2,231,403
（16,639,061） （658,658）

1 教化事業費 8,282,000 11,067,155 △ 2,785,155
（11,172,061） （104,906）

　⑴教化費 910,000 882,381 27,619
　⑵広報費 720,000 720,000 0

　⑶事業費 4,000,000 6,890,061 △ 2,890,061
（6,890,061） （0）

　⑷神宮奉賛費 1,385,000 1,341,534 43,466
　⑸育成費 1,267,000 1,233,179 33,821
2 神社庁研修所費 2,000,000 1,771,692 228,308
　⑴研修費 2,000,000 1,771,692 228,308
3 祭祀研究費 1,226,000 935,386 290,614
4 各種補助金 2,241,000 2,206,170 34,830
　⑴神政連関係費 135,000 135,000 0
　⑵神青協補助金 450,000 450,000 0
　⑶氏青協補助金 90,000 90,000 0
　⑷県教神協補助金 90,000 90,000 0
　⑸女子神職会補助金 162,000 162,000 0
　⑹県敬婦連補助金 117,000 117,000 0
　⑺神楽部補助金 90,000 90,000 0
　⑻作州神楽補助金 27,000 27,000 0
　⑼支部長懇話会補助金 150,000 150,000 0
　⑽神宮大祭派遣補助金 30,000 30,000 0
　⑾教誨師関係費 350,000 351,170 34,830
　⑿地区大会援助金 550,000 550,000 0

Ⅴ各種積立金 5,990,000 5,990,000 0
1 職員退職給与積立金 830,000 830,000 0
2 正副庁長退任慰労金積立金 160,000 160,000 0

※表中の（　）内は補正予算額。
※差異（△）は、決算額が予算額に比して超過した場合△で
　表示する。

科　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異（△）
3 庁舎管理資金積立金 2,500,000 2,500,000 0
4 次期式年遷宮準備金 2,000,000 2,000,000
5 災害見舞積立金 500,000 500,000 0

Ⅵ神社関係者大会費 600,000 651,421 △ 51,421
Ⅶ負担金 23,532,450 22,950,430 582,020

1 本庁災害慰謝負担金 303,150 303,150 0
2 本庁負担金 6,669,300 6,669,300 0
3 本庁特別納付金 13,300,000 13,024,240 275,760
4 支部負担金報奨費 2,960,000 2,953,740 6,260
5 負担金特別対策費 300,000 0 300,000

Ⅷ渉外費 570,000 492,550 77,450
1 友好団体関係費 370,000 348,750 21,250
2 時局対策費 100,000 21,600 78,400
3 同和対策費 100,000 122,200 △ 22,200

Ⅸ神宮神徳宣揚費交付金 33,420,000 33,420,000 0
Ⅹ大麻頒布事業関係費 5,900,000 5,712,936 187,064

1 頒布事務費 500,000 474,112 25,888
2 頒布事業奨励費 5,400,000 5,238,824 161,176

Ⅺ予備費 14,163,550 0 14,163,550
（16,702,307） （16,702,307）

当期歳出合計 131,835,000 114,297,012 17,537,988
（137,623,818） （23,326,806）

次期繰越金 0 24,409,014 △ 24,409,014

歳出合計 131,835,000 138,706,026 △ 6,871,026
（137,623,818） （△ 1,082,208）

科　　　目 補正予算額 既決予算額 増　減（△）
前期繰越金 24,409,014 20,460,338 3,948,676
歳入合計 138,614,014 134,665,338 3,948,676

【歳入の部】

【歳出の部】
科　　　目 補正予算額 既決予算額 増　減（△）

Ⅲ事務局費 32,218,000 31,030,000 1,188,000
4 給料及び福利厚生費 17,018,000 16,730,000 288,000
　⑴給料 9,218,000 8,930,000 288,000
5 庁費 6,750,000 5,850,000 900,000
　⑴備品費 1,200,000 500,000 700,000
　⑵図書印刷費 1,050,000 850,000 200,000
Ⅺ予備費 18,100,864 15,340,188 2,760,676
当期歳出合計 138,614,014 134,665,338 3,948,676
歳入合計 138,614,014 134,665,338 3,948,676

平成 28 年度
岡山県神社庁一般会計歳入歳出補正予算書

（平成 28 年 7 月 1 日〜平成 29 年 6 月 30 日）

　

三
年
に
一
度
の
岡
山
県
神
社
庁
主
催
・
直
階
検
定
講
習

会
を
八
月
一
日
か
ら
三
十
日
ま
で
の
期
間
で
岡
山
県
神
社

庁
を
会
場
に
開
催
し
ま
し
た
。

　

受
講
者
は
男
性
が
四
人
、
女
性
四
人
の
計
八
人
で
、
県

内
の
神
社
に
奉
仕
す
る
予
定
の
者
が
七
人
、
県
外
が
一
人

で
し
た
。

　

神
職
の
家
族
が
受
講
者
の
中
心
で
す
が
、
神
社
神
道
に

関
す
る
専
門
知
識
が
ほ
ぼ
無
い
と
こ
ろ
か
ら
約
一
月
間
で

神
職
と
し
て
の
素
養
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
大
変

な
努
力
が
必
要
で
す
。

　

今
回
の
受
講
者
の
中
に
は
講
習
会
終
了
か

ら
一
月
半
後
の
十
月
の
お
祭
に
奉
仕
し
た
者

も
あ
り
、
着
実
に
実
力
を
つ
け
ま
し
た
。

　

講
習
会
で
最
も
多
い
授
業
は
祭
式
で
す
。

授
業
全
体
の
約
半
分
を
占
め
て
い
ま
す
。
今

回
は
受
講
者
が
少
人
数
で
し
た
が
、
そ
の
分
、

実
技
指
導
、
講
義
共
に
目
が
届
き
や
す
く
、

受
講
生
の
真
面
目
な
受
講
態
度
も
あ
っ
て
密

度
の
濃
い
養
成
が
で
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
約
一
月
間
の
短
期
養
成
に
は
限

界
が
あ
り
、
指
導
出
来
た
の
は
本
当
に
基
礎

の
部
分
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
奉
仕
神
社
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
神
社
庁
参
事　
瀧
本
文
典

県
内
外
か
ら
八
人
が
受
講
ー
直
階
検
定
講
習
会
ー

　
八
月
二
十
三
日
、
中
国
地
区
の
各
県
神
社

庁
、
神
道
政
治
連
盟
各
県
本
部
、
美
し
い
日

本
の
憲
法
を
つ
く
る
各
県
民
の
会
主
催
で
、

広
島
県
立
文
化
芸
術
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
弁

護
士
で
タ
レ
ン
ト
の
ケ
ン
ト
・
ギ
ル
バ
ー
ト

氏
の
講
演
が
行
わ
れ
た
。講
演
の
題
目
は「
ボ

ク
が
み
た
日
本
国
憲
法
」
で
あ
っ
た
。

　

会
場
に
は
、
広
島
県
を
は
じ
め
、
中
国

四
県
か
ら
も
多
数
の
神
職
や
関
係
者
が

一
七
〇
〇
名
詰
め
か
け
た
。

　

岡
山
県
か
ら
は
三
十
八
名
で
、
午
前
中
の

広
島
県
神
社
関
係
者
大
会
か
ら
出
席
し
た
牧

庁
長
を
除
く
参
加
者
が
、
県
内
各
地
か
ら
集

合
し
バ
ス
に
て
現
地
へ
向
か
っ
た
。

　

講
演
は
ま
ず
、
憲
法
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ(

連
合
国

軍
最
高
司
令
部)

、
そ
し
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

の
指
示
で
、
一
週
間
余
で
作
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
説
明
さ
れ
、
憲
法
の
欠
陥
に
つ
い
て
語

ら
れ
た
。

　

憲
法
第
一
条
の
「
象
徴
」
に
つ
い
て
、
法

律
用
語
や
法
律
概
念
で
は
な
く
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が

当
時
の
占
領
政
策
の
情
勢
に
鑑
み
、
妥
協
の

産
物
と
し
て
、
本
来
の
元
首
と
い
う
規
定
に

し
な
か
っ
た
点
に
触
れ
ら
れ
た
。

　

第
九
条
に
関
し
て
、「
平
和
憲
法
」
と
し
て

の
効
力
を
発
揮
し
て
お
ら
ず
、
た
だ
の
「
平

和
を
願
う
憲
法
」
で
あ
る
と
指
摘

さ
れ
、「
九
条
を
変
え
る
と
戦
争

に
巻
き
込
ま
れ
る
」
と
い
う
意
見

は
大
き
な
勘
違
い
で
あ
り
、
戦
争

に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
九
条
を
改

正
す
る
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
た
。

　

ギ
ル
バ
ー
ト
氏
は
、
自
分
は
戦

争
反
対
論
者
だ
と
明
言
さ
れ
、
だ

か
ら
こ
そ
、「
戦
争
に
な
ら
な
い

た
め
に
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
」

を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

に
、
考
え
な
い
「
平
和
ボ
ケ
」
に

な
っ
て
い
る
と
現
状
を
嘆
い
た
。

　
「
平
和
ボ
ケ
」
と
い
う
言
葉
は
、

英
語
で
は
訳
せ
な
い
と
の
こ
と

で
、
分
か
り
や
す
く
言
い
換
え
る

と
、「
自
分
を
含
め
て
す
べ
て
の

人
が
、
今
の
平
和
が
ず
っ
と
続
く

と
勘
違
い
し
て
い
る
人
た
ち
」
と
定
義
さ
れ

て
い
た
。

　

ま
た
、
大
き
な
問
題
と
し
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に

よ
る
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
る
Ｗ

Ｇ
Ｉ
Ｐ
（
ウ
ォ
ー
・
ギ
ル
ト
・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー

シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
に
言
及
さ
れ
た
。

　

Ｗ
Ｇ
Ｉ
Ｐ
と
は
、
武
士
道
な
ど
の
道
徳
心

を
徹
底
的
に
破
壊
し
、
日
本
人
の
精
神
を
貶

め
よ
う
と
自
虐
史
観
を
植
え
付
け
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
Ｗ
Ｇ
Ｉ
Ｐ
が
現
代
ま

で
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
続
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
も
指
摘
さ
れ
た
。

　

実
例
と
し
て
、
テ
レ
ビ
は
新
聞
等
と
は
違

い
、
言
論
の
自
由
が
あ
る
も
の
の
放
送
法
第

四
条
に
基
づ
き
中
立
な
立
場
で
放
送
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
昨
年
の
安
全
保
障
法

案
改
正
時
に
は
、
Ｔ
放
送
局
や
Ｔ
・
Ａ
放
送

局
は
90
％
を
超
え
る
内
容
で
反
対
を
取
り
上

げ
、
し
か
も
Ｔ
局
で
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が

こ
の
法
案
を
阻
止
す
る
よ
う
、
世
論
に
働
き

か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ま
で
明
言
し
て

い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。

　

そ
し
て
、
テ
レ
ビ
は
何
故
中
立
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
で
あ
る
が
、
公
共
電
波
は
特

定
の
者
し
か
利
用
で
き
な
い
か
ら
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

今
回
の
講
演
で
、
ギ
ル
バ
ー
ト
氏
は
、
特

に
憲
法
第
九
条
と
放
送
法
を
重
点
的
に
述
べ

ら
れ
て
い
た
が
、
戦
後
七
十
一
年
も
経
っ
て
、

自
分
は
果
し
て
憲
法
に
つ
い
て
、
自
国
の
憲

法
と
し
て
内
容
を
理
解
で
き
て
い
た
の
か
、

誇
れ
る
も
の
な
の
か
を
問
い
直
す
絶
好
の
機

会
と
な
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。

　

ま
た
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
自
虐
史
観
の
報

道
の
繰
り
返
し
は
、「
平
和
ボ
ケ
」
し
た
国
民

が
い
つ
の
間
に
か
鵜
呑
み
に
し
て
し
ま
う
危

険
性
が
あ
る
こ
と
を
懸
念
せ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
。

　
　
　
　
　
　

 （
八
幡
神
社
禰
宜
　
石
井
宏
尚
）

Ｗ
Ｇ
Ｉ
Ｐ
が
日
本
の
平
和
ボ
ケ
の
元
凶

１
７
０
０
人
を
前
に
ケ
ン
ト
・
ギ
ル
バ
ー
ト
氏
が
講
演

憲法改正推進　
中国地区講演会

ケント・シドニー
ギルバート

Kent Sidney 
Gilbert

  講演するケント・ギルバート氏

【広島】

  直階検定講習会閉講式



（　）　第 122 号　　　　　　　　　　 　  岡 山 県 神 社 庁 庁 報 　 　　　　  　平成 29 年 1 月 1 日 平成 29 年 1 月 1 日　　 　　　　　　      岡 山 県 神 社 庁 庁 報 　 　                    第 122 号  （　）平成 29 年 1 月 1 日　　 　　　　　　      岡 山 県 神 社 庁 庁 報 　 　                    第 122 号  （　） 11 6

　
不
動
産
の
処
分

―
宗
教
法
人
と
し
て
の
法
的
義
務
―

【
相
談
】

　

当
神
社
は
、
こ
の
度
、
不
動
産
を
売
却
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
当
神
社
で
は
、
既
に

当
社
の
規
則
に
則
っ
て
責
任
役
員
の
決
議
、

統
理
の
承
認
の
手
続
を
行
っ
て
い
ま
す
。
規

則
に
則
っ
た
手
続
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
す

ぐ
に
契
約
し
て
も
問
題
な
い
で
し
ょ
う
か
。

【
回
答
】

１　
宗
教
法
人
法
を
意
識
す
る
必
要
性

　

神
社
本
庁
が
包
括
す
る
神
社
は
、
宗
教
法

人
と
な
っ
て
い
ま
す
。
宗
教
法
人
は
、
宗
教

法
人
法
の
規
定
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
神
社
に
お
い
て
は
、
規
則

の
み
な
ら
ず
宗
教
法
人
法
の
規
定
も
意
識
し

て
事
務
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

２　
不
動
産
を
売
却
す
る
際
に
は
、
宗
教
法

人
法
上
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要
な
の
？

　

神
社
に
お
い
て
、
不
動
産
を
売
却
す
る
際

に
は
責
任
役
員
会
の
決
議
、
統
理
の
承
認
と

い
う
規
則
に
規
定
さ
れ
て
い
る
事
項
を
遵
守

す
る
必
要
が
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
。
し

か
し
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
宗
教
法
人
法
第
23

条
第
１
号
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
売
却
の
１

か
月
前
に
、
信
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
に

対
し
て
、
そ
の
行
為
の
要
旨
を
示
し
て
そ
の

旨
を
公
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

仮
に
、
こ
の
公
告
を
怠
っ
て
し
ま
う
と
宗

教
法
人
法
第
88
条
第
３
号
に
よ
り
、
神
社
の

代
表
役
員
で
あ
る
宮
司
は
10
万
円
以
下
の
過

料
に
処
せ
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、

地
域
社
会
や
氏
子
の
方
か
ら
の
神
社
に
対
す

る
信
頼
に
影
響
し
て
し
ま
う
リ
ス
ク
が
生
じ

か
ね
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
、
不
動
産
を
売
却
す
る
場
合
に

は
、
忘
れ
ず
に
こ
の
公
告
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

３　
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
重
要
性

　

神
社
は
法
人
と
し
て
存
在
し
て
い
る
以
上
、

個
人
の
決
定
で
事
務
を
遂
行
す
る
の
で
は
な

く
、
責
任
役
員
・
総
代
・
職
員
の
方
々
等
で

事
務
を
遂
行
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
上
で
、
宗
教
法
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

神
社
の
規
則
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
の
は

も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
宗
教
法
人
法
の
規
定
も

遵
守
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
地
域
社
会
の
模
範
と
な
る
べ
き
神
社
に
お

い
て
、
法
律
違
反
の
事
態
が
生
じ
て
し
ま
う

と
、
そ
の
神
社
に
対
す
る
信
頼
を
失
わ
せ
る

契
機
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

社
会
に
は
、
宗
教
法
人
法
の
み
な
ら
ず
、

労
働
基
準
法
等
様
々
な
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
各
種
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
の
不
祥
事
が

発
生
し
て
し
ま
う
と
、
神
社
の
風
評
に
影
響

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
法
律
上
ど
の
よ
う

な
こ
と
に
注
意
し
て
事
務
を
行
っ
て
い
け
ば

よ
い
か
お
悩
み
の
場
合
に
は
、
弁
護
士
に
御

相
談
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

　　　　　　　　プロフィール
昭和 35 年大阪市生まれ。昭和 59 年３月に一橋大学法学
部を卒業後、労働省（現厚生労働省）勤務を経て、平成
４年４月に弁護士登録。専門は企業法務、民事事件、行
政法務等。政府地方制度調査会委員、岡山大学経営協議
会委員、岡山弁護士会副会長等を歴任。
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近
年
、
県
内
神
社
も
法
律
上
の
ト
ラ
ブ

ル
に
巻
き
込
ま
れ
、
弁
護
士
に
相
談
す
る

ケ
ー
ス
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

昨
年
か
ら
小
林
裕
彦
弁
護
士
に
岡
山
県
神

社
庁
の
顧
問
弁
護
士
を
お
願
い
し
て
い
ま

す
。

　
今
回
は
、
小
林
弁
護
士
に
土
地
売
買
に

関
す
る
基
本
的
な
法
律
に
つ
い
て
説
明
し

て
戴
き
ま
す
。

宮
司
に
指
導
を
仰
ぎ
つ
つ
、
次
の
階
位
の
取

得
を
目
指
す
こ
と
を
希
望
し
ま
す
。

　

講
習
期
間
中
に
権
正
階
の
取
得
の
方
法
に

つ
い
て
説
明
し
た
と
こ
ろ
、「
祭
式
を
忘
れ

な
い
う
ち
に
権
正
階
を
取
得
し
た
い
」
と
の

意
見
や
「
岡
山
で
権
正
階
の
講
習
会
も
行
っ

て
欲
し
い
」
な
ど
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

直
階
検
定
講
習
会
は
県
外
で
も
受
講
で
き

ま
す
が
、
経
費
の
負
担
は
自
宅
か
ら
通
学
が

                                                 

で
き
る
岡
山
で
受
講
す
る
方
が
軽
く
な
り
ま

す
。

　

ま
た
、
講
師
の
先
生
は
県
内
神
職
の
方
々

で
す
の
で
、
神
職
と
し
て
奉
仕
し
た
後
に
は
、

分
か
ら
な
い
こ
と
を
質
問
で
き
る
身
近
な
先

生
と
な
る
と
共
に
、
神
社
庁
や
支
部
の
会
合

で
は
心
強
い
先
輩
と
し
て
交
流
が
続
い
て
い

き
ま
す
。
次
回
は
、
よ
り
多
く
の
方
に
受
講

し
て
も
ら
え
る
よ
う
願
っ
て
お
り
ま
す
。

小
林
や
す
ひ
こ
の
神
社
法
律
相
談

小
こばやし

林　裕
やすひこ

彦

岡山県神社庁顧問弁護士

　
八
月
、
教
化
委
員
会
育
成
部
会
の
主
催
で

県
内
の
小
中
学
生
を
対
象
に
し
た
『
岡
山
県

神
社
庁
こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り
』が
催
行
さ
れ
、

今
年
は
三
十
八
名
の
子
供
た
ち
と
神
宮
参

拝
、
春
日
大
社
参
拝
等
の
行
事
を
行
っ
た
。

　

行
程
中
、
中
に
は
熱
心
に
メ
モ
を
取
る
子

も
居
り
、
大
人
の
話
を
良
く
聞
い
て
い
る
こ

と
が
窺
え
た
が
、
勿
論
そ
ん
な
子
達
ば
か
り

と
は
い
か
ず
「
人
の
話
は
、ち
ゃ
ん
と
聞
く
」

如
何
程
注
意
し
た
事
か
。
今
年
の
子
も
中
々

の
強
者
揃
い
で
、
様
々
な
場
面
で
喚
起
の
言

葉
が
飛
ん
で
い
た
印
象
は
強
い
。

　

し
か
し
神
宮
に
て
、
火
き
り
等
を
体
験
し

た
際
は
、
皆
揃
っ
て
目
を
輝
か
せ
話
に
聞
き

入
っ
て
居
た
よ
う
に
思
う
。
好
奇
に
溢
れ
て

い
た
の
だ
ろ
う
。

　
「
御
饌
の
煮
炊
に
は
、
態わ
ざ
わ
ざ々

昔
な
が
ら
に

熾
し
た
浄
火
を
使
う
が
、
こ
れ
は
手
間
を
掛

け
る
事
に
意
味
が
あ
る
か
ら
。
出
来
合
の
物

よ
り
、
手
間
を
惜
し
ま
ず
作
ら
れ
た
物
の
方

が
美
味
し
と
思
え
る
の
は
何
故
か
」
職
員
は

分
か
り
易
く
説
く
「
そ
う
、
そ
こ
に
は
作
り

手
の
思
い
、
心
が
介
在
す
る
か
ら
」
と
。
子

供
た
ち
の
心
に
も
、
響
く
言
葉
で
あ
っ
た
の

で
は
無
か
ろ
う
か
。
私
は
部
外
か
ら
の
引
率

参
加
で
あ
っ
た
が
、
子
供
た
ち
に
『
何
を
、

ど
う
伝
え
よ
う
』と
、常
に
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

　

少
し
話
は
逸
れ
る
が
、以
前
研
修
に
て
「
神

社
は
子
供
の
遊
び
場
で
有
る
べ
き
だ
」
と
、

証
券
会
社
の
方
が
宣の
た
まう
事
が
有
っ
た
が
、
違

う
と
思
う
。「
神
社
に
親
し
み
を
」
と
の
事
、

そ
れ
は
そ
の
通
り
だ
が
、
遊
び
場
で
は
困
る
。

　

私
は
、
方
々
の
神
社
に
て
様
々
な
話
を
伺

う
内
、
そ
れ
ら
に
共
通
点
を
見
付
け
る
こ
と

が
あ
る
が
、
確
か
に
そ
の
中
に
「
子
供
の
頃
、

境
内
で
遊
ん
だ
」「
悪
さ
を
し
た
」
と
話
し
な

が
ら
、
熱
心
に
活
動
す
る
総
代
さ
ん
は
多
い
、

親
し
み
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
同
時
に
「
近
所
の
人
や
長
老
に
叱

ら
れ
た
」「
宮
守
に
追
い
か
け
回
さ
れ
た
」
と

言
い
、
今
で
は
子
供
の
気
持
ち
を
理
解
し
た

上
で
、
叱
る
側
へ
回
っ
て
い
る
話
し
は
興
味

深
い
。

　

日
大
の
山
口
義
枝
氏
に
よ
る
と
、
児
童
期

は
社
会
的
価
値
が
あ
る
活
動
に
関
心
が
向
か

い
、
技
能
や
知
識
の
習
得
を
楽
し
み
、
又
、

忍
耐
強
く
勤
勉
に
働
き
仕
事
を
完
成
さ
せ
る

喜
び
を
身
に
つ
け
、
環
境
の
変
化
へ
も
柔
軟

に
対
応
で
き
る
『
学
び
の
時
期
』
ら
し
い
、

只た
だ

し
、
文
化
の
違
う
国
に
生
活
し
た
事
の
あ

る
子
供
達
の
『
異
文
化
の
取
り
入
れ
調
査
研

究
』
に
よ
る
と
、
九
、十
才
を
過
ぎ
る
と
子
供

に
質
的
な
変
化
が
見
ら
れ
、
新
た
な
物
の
考

え
方
や
行
動
は
そ
れ
ま
で
通
り
取
り
入
れ
は

す
る
が
、
心
情
的
な
物
ま
で
取
り
入
れ
る
の

は
難
し
く
な
る
そ
う
だ
。

　

神
社
界
に
と
っ
て
、
日
本
の
国
柄
、
民
族

意
識
を
次
代
に
伝
え
る
事
は
至
上
命
題
で
あ

る
が
、
前
出
の
総
代
た
ち
は
、
子
供
の
頃
に

大
人
に
よ
っ
て
撒
か
れ
た
、
学
び
の
種
が
何

時
し
か
芽
を
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
神
社
に

は
、
大
切
な
も
の
が
存
す
る
と
学
ん
だ
の
で

あ
る
。

  

子
供
は
、
放
っ
て
お
け
ば
ど
こ
で
で
も
遊

ぶ
が
然
し
、
大
人
は
教
え
な
け
れ
ば
成
ら
な

い
。
大
人
社
会
の
一
端
を
。
境
内
で
の
配
慮

や
振
る
舞
い
方
、
神
と
人
と
の
関
係
や
、
大

切
に
受
け
継
い
で
き
た
心
情
を
伝
え
る
の
で

あ
る
。

　

近
年
、
作
法
を
心
得
る
参
拝
者
が
増
え
た

一
方
『
神
社
を
知
ら
な
い
大
人
』
も
目
に
付

く
よ
う
に
な
っ
た
気
が
す
る
。

　

参
拝
無
縁
で
犬
の
散
歩
や
携
帯
の
ゲ
ー
ム

に
勤
し
む
、
公
園
と
見
紛
う
よ
う
な
行
動
に

は
残
念
さ
を
覚
え
る
が
、
こ
れ
も
大
切
な
時

期
に
大
切
な
事
を
、
伝
え
来
れ
な
か
っ
た
結

果
で
あ
ろ
う
か
。

　

話
を
戻
そ
う
。『
何
を
、
ど
う
伝
え
よ
う
』

い
ず
れ
こ
の
国
や
神
社
界
を
担
う
こ
と
に
な

る
、
今
の
子
供
達
に
。
子
供
達
の
為
に
も
、

大
人
と
し
て
神
職
と
し
て
、
そ
の
責
務
を
如

何
に
し
て
果
た
そ
う
か
。

　

来
年
の
こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り
、
引
率
の
担

当
者
が
子
供
達
に
何
の
為
、
何
を
ど
の
様
に

伝
え
て
く
れ
る
の
か
。
頑
張
っ
て
頂
き
た
い
。

　

将
来
に
思
い
を
馳
せ
考
え
る
時
、
教
化
委

員
会
の
中
で
も
特
に
要
と
な
る
の
が
、
育
成

部
会
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
。

　

今
後
は
そ
の
活
躍
の
場
を
さ
ら
に
広
げ
て
、

斯
界
に
と
っ
て
、
日
本
の
国
に
と
っ
て
、
頼

も
し
い
と
思
い
得
る
次
代
の
担
い
手
が
育
つ

よ
う
、
一
人
で
も
多
く
の
子
供
に
、
日
本
人

と
し
て
大
切
な
事
を
知
る
切
掛
け
と
な
る
、

学
び
の
種
、
心
の
種
が
撒
か
れ
る
事
を
期
待

し
た
い
と
思
う
。

こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り
に
て
思
う

  　　　神宮で雅楽体験をする参加者

御
前
神
社 

禰
宜　
佐
藤 

和
也
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中国地区神社庁教化会議（於広島県神社庁）

こ
だ
わ
り
の
社

第 27 回

福田神社
（倉敷市北畝）

宮司　柚木　直彦

　

倉
敷
市
北
畝
に
鎮
座
す
る
福
田
神
社
（
柚

木
直
彦
宮
司
）は
、福
田
新
田
五
箇
村（
北
畝
、

中
畝
、
南
畝
、
松
江
、
東
塚
）
の
地
が
嘉
永

五
年
か
ら
開
墾
さ
れ
た
の
に
と
も
な
い
、
そ

の
地
区
の
産
土
神
と
し
て
勧
請
さ
れ
、
文
久

二
年
に
社
殿
を
造
営
し
、
明
治
四
年
に
創
建

さ
れ
た
。

　

社
殿
の
老
朽
化
に
よ
り
、
平
成
四
年
頃
に

平
面
図
、
立
面
図
を
描
き
御
造
営
計
画
を
立

て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
幣
拝
殿
の
改
築
に
着

工
し
た
。

　

御
祭
神
に
天
照
大
神
を
奉
斎
し
て
い
る
こ

と
も
関
係
し
、
伊
勢
の
神
宮
に
対
し
崇
敬
の

念
深
く
、
平
成
五
年
の
第
六
十
一
回
神
宮
式

年
遷
宮
に
際
し
て
は
、
神
宮
古
殿
舎
撤
去
材

を
払
い
下
げ
さ
れ
た
。

　

第
一
期
工
事
と
し
て
幣
拝
殿
を
改
築
し
、

神
宮
古
材
を
使
用
し
、
祝
詞
殿
の
追
加
工
事

を
行
っ
た
。

　

二
期
工
事
と
し
て
平
成
二
十
五
年
八
月
頃

か
ら
、
四
十
四
年
ぶ
り
に
本
殿
改
修
工
事
を

行
い
、
平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
六
日
に
竣

工
を
迎
え
た
。

　

本
殿
は
、
一
間
社
入
母
屋
造
（
前
千
鳥
破

風
、
向
拝
軒
唐
破
風
）
で
総
欅
造
、
塩
飽
大

工
の
作
と
い
わ
れ
檜
皮
葺
で
あ
っ
た
。
俗
に
、

八
棟
造
り
、
王
子
造
と
も
呼
ば
れ
、
三
手
先

組
に
て
彫
刻
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が

特
徴
で
、
創
建
当
時
の
姿
を
今
に
と
ど
め
て

い
る
貴
重
な
建
物
で
あ
る
。

　

第
二
期
工
事
で
は
、
平
成
四
年
の
計
画
に

基
づ
き
、
石
垣
、
基
壇
を
改
修
し
本
殿
を
半

解
体
し
、
屋
根
を
檜
皮
葺
か
ら
銅
板
葺
へ
の

変
更
の
工
事
を
行
っ
た
。

　

今
回
も
第
一
期
工
事
と
同
じ
く
、
有
限
会

社
井
上
社
寺
工
業
に
設
計
施
工
を
依
頼
し
、

社
殿
と
本
殿
と
が
調
和
の
と
れ
た
御
造
営
が

で
き
た
。

　

ま
ず
石
垣
基
壇
工
事
を
行
う
に
あ
た
り
玉

垣
を
解
体
し
、
本
殿
を
大
型
ク
レ
ー
ン
で
吊

上
げ
、
社
殿
に
向
か
い
左
横
に
二
〇
ｍ
移
し

た
。
石
垣
を
解
体
撤
去
し
地
質
調
査
を
行
い

地
盤
改
良
工
事
を
行
っ
た
う
え
で
、
旧
石
垣

よ
り
八
〇
㎝
高
く
、
二
ｍ
奥
行
を
広
く
築
き

直
し
、
基
壇
を
一
ｍ
嵩
上
げ
し
三
ｍ
後
退
さ

せ
た
後
、
大
型
ク
レ
ー
ン
で
吊
上
げ
て
本
殿

を
据
え
直
し
た
。

　

雨
水
に
よ
る
老
朽
化
が
著
し
い
檜

皮
、
野
地
板
を
は
が
し
て
、
檜
皮
葺
の

型
に
そ
く
し
た
野
屋
根
地
に
造
形
し
て

銅
板
一
文
字
葺
と
し
た
。
傷
み
が
著
し

い
大
床
、
浜
床
、
木
階
な
ど
、
全
解
体

の
う
え
、
老
朽
部
材
を
全
改
修
し
新
し

く
組
み
直
し
補
正
を
施
工
し
た
。　

　

第
一
期
工
事
と
同
じ
く
、
平
成

二
十
六
年
九
月
に
神
宮
司
庁
か
ら
神
宮

殿
舎
撤
去
材
譲
与
の
交
付
通
知
書
が
届

き
、
十
一
月
に
神
宮
の
山
田
工
作
所
に

お
い
て
四
〇
、三
二
一
石
（
ト
ラ
ッ
ク

二
台
分
）
譲
与
材
を
受
領
し
た
。　
　

　

内
陣
、
天
井
を
半
解
体
し
、
化
粧
材

を
全
て
神
宮
古
材
を
使
用
し
貼
り
替
え

し
た
。

中
国
地
区
教
化
担
当
者
が
会
し
教
化
会
議
開
催

過
疎
化
問
題
検
討
会
設
置
を
決
定

広 島
　

八
月
二
十
九
日
・
三
十
日
の
両
日
に
亘
り

広
島
県
神
社
庁
に
於
い
て
第
二
十
四
回
中
国

地
区
神
社
庁
教
化
会
議
開
催
さ
れ
た
。　

　

会
議
に
は
、
中
国
五
県
の
教
化
委
員
長
・

副
委
員
長
ま
た
、
本
年
度
か
ら
「
地
区
教
化

講
師
」
も
加
え
、
二
十
一
名
が
参
加
し
、
当

県
か
ら
は
、
太
田
教
化
委
員
長
と
福
田
・
根

石
両
副
委
員
長
が
参
加
し
、
討
議
が
行
わ
れ

た
。　
　
　

⌘
 

各
県
活
動
報
告
及
び
計
画　
　
　
　
　

（
山
口
）

　

厄
年
早
見
表
・
大
大
麻
用
の
袋
・
暦
用
袋

の
作
成
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
自
由
画
・
写

真
コ
ン
テ
ス
ト
の
開
催
。
子
や
孫
の
家
庭
向

け
に
神
宮
大
麻
奉
斎
推
進
を
促
す
ポ
ス
タ
ー

作
成
。　
　

（
島
根
）

　

本
庁
教
化
実
践
目
標
を
も
と
に
六
項
目
の

教
化
実
践
目
標
大
綱
を
作
成
。
県
の
観
光
関

連
の
芸
能
人
に
よ
る
Ｃ
Ｍ
に
積
極
的
に
か
か

わ
る
。　
　
　
　
　
　

（
鳥
取
）

　

庁
報
を
よ
り
神
職
向
け
に
特
化
の
模
索
。

岡
山
を
参
考
に
親
子
神
宮
参
宮
団
を
検
討
、

初
回
は
県
内
神
社
参
宮
団
と
し
て
実
施
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
製
作
を
検
討
。　
　
　
　

（
岡
山
）

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
併
せ

て
、
氏
神
検
索
の
模
索
。「
終
戦
七
十
周
年
記

念
大
会
」、「
雅
楽
鑑
賞
会
」
の
実
施
。
次
年

度
開
催
予
定
「
巫
女
体
験
研
修
事
業
」
に
先

駆
け
て
の
「
枚
岡
神
社
」
視
察
研
修
計
画
。

（
広
島
）

　

建
築
業
者
、
葬
祭
業
者
へ
の
神
道
の
研
修

会
計
画
。
神
宮
大
麻
頒
布
推
進
Ｔ
Ｖ
Ｃ
Ｍ
製

作
放
映
。（
他
県
へ
の
貸
出
可
）
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
外
注
で
製
作
（
十
五
万
七
千
円
）、
レ

ン
タ
ル
サ
ー
バ
ー
月
五
百
円
、
更
新
作
業
月

五
千
円
、
ス
マ
ホ
対
応
検
討
。　
　
　
　
　

⌘
 

各
県
か
ら
の
提
案
議
題　
　
　
　
　
　
　

〇
皇
学
館
大
学
現
代
日
本
社
会
学
部
神
社
検

索
シ
ス
テ
ム
研
究
会
製
作
の
全
国
神
社
検
索

シ
ス
テ
ム
の
活
用
に
つ
い
て
（
岡
山
県
提
案
）

♦
各
県
で
の
導
入
を
前
向
き
に
検
討
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。　
　
　
　
　

〇
神
職
後
継
者
の
確
保
と
神
社
振
興
対
策
に

つ
い
て
各
県
と
の
連
携
。（
広
島
県
提
案
）　

♦
平
成
二
十
四
年
実
施
の
過
疎
化
、
少
子
高

齢
化
に
関
わ
る
神
社
運
営
状
況
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
に
つ
い
て
、
山
口
県
が
取
り
ま
と
め
た

内
容
を
報
告
。
こ
れ
を
土
台
と
し
て
、
地
区

で
ど
の
よ
う
な
施
策
が
必
要
か
検
討
。
方
向

性
、
具
体
策
ま
で
各
神
職
に
伝
え
る
事
が
必

要
と
さ
れ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

♦
過
疎
地
域
で
の
現
状
を
鑑
み
、
本
庁
の
各

規
程
の
改
正
が
必
要
な
部
分
が
多
く
、
本
庁

を
動
か
す
必
要
が
あ
る
。
そ
の
為
に
は
、
具

体
案
を
提
示
し
、
中
国
地
区
と
し
て
折
衝
す

る
事
が
肝
要
と
し
、
広
島
県
が
そ
の
資
料
と

方
向
性
を
参
考
的
に
提
案
。

♦
本
庁
へ
の
地
区
の
意
見
を
取
り
入
れ
た
具

体
的
な
改
善
策
を
提
示
す
べ
く
、
各
県
代
表

で
の
過
疎
化
問
題
検
討
会
設
置
が
提
案
さ
れ

た
。　
　

⌘
 

そ
の
他
の
報
告

〇
三
ヶ
年
継
続
神
宮
大
麻
都
市
頒
布
向
上
計

画
用
地
区
助
成
金
に
よ
る
資
材
制
作
に
つ
い

て
（
広
島
県
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

♦
地
鎮
祭
時
等
に
各
家
庭
に
神
棚
を
奉
斎
し

て
い
た
だ
け
る
よ
う
啓
発
す
る
チ
ラ
シ
作
製

を
提
案
。
中
国
地
区
の
各
県
に
配
布
さ
れ
る

予
定
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
山
口
県
か
ら
神
職
の
保
護
司
会
を
各
県
で

立
ち
上
げ
の
要
望
。

　

翌
日
に
は
、
海
上
自
衛
隊
呉
基
地
に
て
潜

水
艦
「
は
く
り
ゅ
う
」
艦
内
見
学
の
後
、
南

幕
僚
長
と
共
に
海
軍
カ
レ
ー
の
昼
食
。

　

呉
の
別
表
神
社
で
あ
る
「
亀
山
神
社
」
正

式
参
拝
し
、
閉
会
と
な
っ
た
。　
　
　

　
　

 （
教
化
委
員
会
副
委
員
長　

根
石
俊
明
）

「はくりゅう」乗船前の説明をする自衛隊員

　

さ
ら
に
神
宮
古
材
を
使
用
し
た
平
唐
門
の

新
設
を
追
加
工
事
で
行
っ
た
。
石
垣
拡
張
に

と
も
な
い
地
覆
石
、
親
柱
、
笠
木
、
鏡
板
左

右
各
一
丁
増
設
し
て
玉
垣
を
復
元
し
、
最
後

に
社
殿
（
祝
詞
殿
）
裏
腰
縁
か
ら
本
殿
基
壇

ま
で
橋
桁
を
増
設
し
、
高
欄
付
渡
り
廊
下
で

つ
な
げ
た
。

　

本
殿
御
垣
内
に
は
、
竣
工
奉
告
祭
の
時
に

行
っ
た
「
お
白
石
行
事
」
で
氏
子
崇
敬
者
の

皆
様
方
が
奉
納
し
て
並
べ
て
い
た
だ
い
た
お

白
石
が
清
浄
に
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
る
。

　

第
二
期
工
事
を
終
え
、
本
殿
を
高
く
し
、

後
ろ
に
移
す
事
で
、
社
殿
（
拝
殿
、
幣
殿
、

祝
詞
殿
）
か
ら
平
唐
門
、
本
殿
の
屋
根
が
一

体
と
な
っ
て
流
れ
る
よ
う
な
曲
線
が
美
し
く
、

優
雅
な
「
平
成
の
御
造
営
」
と
な
っ
た
。

第２期工事で改修を終えた本殿と新設された平唐門

　　　第１期工事で改築された社殿
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神宮大麻暦頒布始祭に先立って神宮を参拝する参加者

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭
並
び
に
表
彰
式

神

宮

　

平
成
二
十
八
年
度
の
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始

祭
が
九
月
十
七
日
、
内
宮
神
楽
殿
に
於
い
て

執
り
行
わ
れ
た
。

　

午
前
十
時
か
ら
始
ま
っ
た
祭
典
で
は
、
北

白
川
統
理
を
始
め
田
中
総
長
以
下
神
社
本
庁

役
員
全
国
各
神
社
庁
の
庁
長
や
頒
布
担
当

者
、
支
部
長
な
ど
約
二
〇
〇
人
が
参
列
し
、

当
県
か
ら
は
牧
庁
長
を
始
め
神
宮
大
麻
特
別

頒
布
優
良
奉
仕
者
福
田
真
人
氏
、
支
部
代
表

倉
敷
都
窪
支
部
長
室
山
晃
一
氏
、
教
化
委
神

宮
奉
賛
部
長
髙
山
命
之
氏
、
瀧
本
参
事
が
出

席
し
た
。

　

神
前
に
奉
ら
れ
た
神
宮
大
麻
・
暦
と
神
饌

を
前
に
亀
田
幸
弘
神
宮
少
宮
司
が
祝
詞
を
奏

上
。
撤
饌
の
後
、
神
宮
大
麻
・
暦
が
鷹
司
神

宮
大
宮
司
か
ら
北
白
川
統
理
へ
と
授
け
ら
れ
、

更
に
祭
典
終
了
後
、
北
白
川
統
理
か
ら
各
県

神
社
庁
長
へ
授
け
ら
れ
た
。

　

午
後
一
時
か
ら
は
神
宮
会
館
大
講
堂
に
場

所
を
移
し
て
神
宮
大
麻
暦
頒
布
表
彰
式
並
び

に
秋
季
推
進
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

表
彰
式
で
は
神
宮
大
麻
・
暦
の
頒
布
に
特

に
功
績
が
あ
っ
た
神
社
庁
と
奉
仕
者
を
表
彰
。

　

各
代
表
者
が
鷹
司
神
宮
大
宮
司
と
亀
田
少

宮
司
か
ら
表
彰
状
と
記
念
品
を
受
け
取
っ
た
。

　

秋
季
推
進
会
議
で
は
小
串
副
総
長
が
座
長

と
な
り
、
議
事
が
進
め
ら
れ
、
平
成
二
十
七

年
度
頒
布
数
八
六
五
万
二
千
体
と
平
成

二
十
八
年
度
交
付
数
八
八
六
万
六
千
体
の
報

告
、
平
成
二
十
七
年
度
の
頒
布
数
に
つ
い
て

は
六
年
連
続
で
減
少
し
た
も
の
の
、
そ
の
実

数
は
前
年
比
の
約
半
分
で
あ
っ
た
事
や
、
返

戻
大
麻
の
数
が
少
な
く
な
っ
た
事
な
ど
が
報

告
さ
れ
た
。

　

事
例
報
告
で
は
簡
易
神
祠
の
無
料
配
布
、

年
賀
タ
ウ
ン
メ
ー
ル
、
写
真
入
り
案
内
板
、

神
社
名
入
り
チ
ラ
シ
の
新
聞
折
込
な
ど
の
増

頒
布
活
動
が
紹
介
さ
れ
た
。

神

社

庁

　

神
職
・
総
代
の
皆
様
方
に
は
、
神
宮
大
麻
の
頒

布
推
進
に
ご
尽
力
頂
い
て
い
る
事
に
つ
き
ま
し

て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、
県
下
の
神
宮
大
麻
の
頒
布
状
況
は
、
平

成
二
十
五
年
度
が
四
百
体
の
増
加
が
出
来
た
も

の
の
、
平
成
二
十
六
年
度
が
四
百
三
十
体
の
減

少
、
平
成
二
十
七
年
度
に
は
二
千
六
十
八
体
の
大

き
な
減
少
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

特
に
昨
年
度
は
十
七
支
部
の
内
四
支
部
し
か

増
体
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
各
支
部
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
色
々
な
諸
事
情
が
あ
る
か
と
思

い
ま
す
が
、
支
部
内
で
目
標
意
識
を
高
め
る
事
が

必
要
か
と
思
わ
れ
ま
す
。　
牧
庁
長
が
い
つ
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
「
や
る
気
」
と
い
う
も
の
を
出
さ

な
い
と
中
々
目
標
達
成
が
出
来
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
八
年
度
の
神
宮
奉
賛
部
会
の
推
進

施
策
と
し
て
、
次
の
二
事
業
を
実
施
致
し
ま
し

た
。

①
神
棚
の
無
い
家
庭
に
神
棚
を
贈
呈

　

す
で
に
支
部
長
を
通
じ
て
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
付
き

の
ポ
ス
タ
ー
を
配
布(

本
務
神
社
の
み)

し
て
お

り
、
ご
社
頭
に
掲
示
し
て
頂
い
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
正
月
に
初
詣
に
訪
れ
る
多
数
の
参
拝
者
の
目

に
留
ま
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
神
棚
の
無
い
家
庭
に

社
頭
で
紹
介
し
て
戴
け
れ
ば
、
神
宮
大
麻
の

増
体
が
図
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

②
神
宮
大
麻
推
進
タ
ウ
ン
メ
ー
ル
の
発
送

　

こ
の
事
業
は
、
神
宮
大
麻
の
増
体
を
図
る

た
め
、
氏
子
区
域
全
戸
に
神
社
の
地
図
入
り

Ａ
４
版
の
郵
便
物
（
タ
ウ
ン
メ
ー
ル
）
を
送

付
し
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
岡
山
支
部
の
岡
南
神
社
と
邑

久
上
道
西
大
寺
支
部
の
窪
八
幡
宮
の
二
社

を
選
定
い
た
し
ま
し
た
。
岡
南
神
社
は
六
、

三
七
三
世
帯
、
窪
八
幡
宮
は
五
、四
三
三
世
帯

に
タ
ウ
ン
メ
ー
ル
の
送
付
を
い
た
し
ま
し
た
。

両
神
社
と
も
神
宮
大
麻
の
頒
布
に
苦
心
さ
れ

て
い
た
た
め
、
今
回
増
体
が
見
込
ま
れ
る
事

を
期
待
し
て
の
選
定
で
す
。

　

神
社
本
庁
で
は
「
三
ヵ
年
継
続
神
宮
大
麻

都
市
頒
布
向
上
計
画
」
を
策
定
し
て
い
ま
す

が
、
今
年
度
で
最
終
年
度
と
な
り
ま
す
。

　

各
神
社
が
減
体
を
し
な
い
と
い
う
強
い
気

持
ち
を
持
っ
て
頂
け
れ
ば
、
支
部
で
の
増
体

に
も
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。
神
宮
大
麻
を
頒

布
す
る
事
に
よ
り
、
神
社
大
麻
も
増
体
に
な

る
と
確
信
し
て
お
り
、
社
頭
で
の
教
化
活
動

の
一
環
と
し
て
神
職
・
総
代
の
皆
様
方
の
頑

張
り
を
期
待
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

神
宮
大
麻
頒
布
優
良
支
部

高
梁
支
部　

真
庭
支
部

神
宮
大
麻
特
別
頒
布
優
良
奉
仕
者

神
職
玉
島
浅
口
支
部

羽
黒
神
社
宮
司

福
田　

真
人

神
宮
大
麻
頒
布
優
良
奉
仕
者

神            職

児
島
支
部

玉
比
咩
神
社
宮
司

近
土　

泰
彦

玉
島
浅
口
支
部

大
宮
神
社
宮
司

唐
川　

頌
三

御
津
支
部

八
幡
宮
宮
司

杉
田　

良
爾

東
備
支
部

松
尾
神
社
宮
司

藤
井　

正
勝

高
梁
支
部

稲
荷
神
社
宮
司

内
田　

正
之

川
上
支
部

八
幡
神
社
宮
司

江
草　

正
登

新
見
支
部

八
幡
神
社
宮
司

荒
木　

康
平

天
満
神
社
宮
司

渡
邊　

吉
樹

真
庭
支
部

八
幡
神
社
宮
司

黒
田　

公
宜

美
作
支
部

吉
野
神
社
宮
司

髙
山　

命
之

神職以外

津
山
支
部

大
美
彌
神
社
責
任
役
員

大
塚　

景
康

玉
島
浅
口
支
部

真
止
戸
山
神
社
責
任
役
員

渡
辺　

雅
允

井
笠
支
部

長
澤
神
社
責
任
役
員

橋
本　

典
明

高
梁
支
部

川
合
神
社
責
任
役
員

大
木　

晴
太

新
見
支
部

江
原
八
幡
神
社
責
任
役
員

中
川　

紀
明

平成 28 年

神
宮
大
麻
関
係
表
彰
三
条
一
号
（
神
社･

団
体
表
彰
）

津
山
支
部

芳
野
神
社

邑
久
上
道
西
大
寺
支
部

豊
原
北
島
神
社

吉
備
支
部

總
社

川
上
支
部

國
司
神
社

新
見
支
部

國
司
神
社

真
庭
支
部

稻
荷
神
社

神
宮
大
麻
関
係
表
彰
三
条
二
号
（
個
人
表
彰
）

御
津
支
部

化
氣
神
社
責
任
役
員

黒
瀬　

知
之

教
化
委
員
会
神
宮
奉
賛
部
部
長　
髙
山　
命
之

強
い
気
持
ち
で
大
麻
頒
布
を
！

　

九
月
二
十
一
日
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
岡

山
県
神
社
庁
講
堂
に
て
、
平
成
二
十
八
年
度

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
奉
告
祭
並
び
に
表
彰

式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

　

祭
典
で
は
神
宮
大
宮
司
代
理
と
し
て
森
俊

嗣
禰
宜
、
神
社
本
庁
か
ら
は
湯
澤
豊
本
宗
奉

賛
部
長
が
参
列
、
神
宮
大
麻
が
神
前
に
奉
ら

れ
、
藤
山
副
庁
長
が
祝
詞
を
奏
上
し
た
後
に

牧
庁
長
、
佐
々
木
副
庁
長
か
ら
各
支
部
長
に

神
宮
大
麻
が
授
け
ら
れ
た
。

　

引
続
き
平
成
二
十
七
年
度
岡
山
県
神
社
庁

神
宮
大
麻
関
係
表
彰
式
が
執
り
行
わ
れ
、
三

条
一
号
に
六
神
社
。
三
条
二
号
に
一
人
が
表

彰
の
栄
誉
に
浴
し
た
。

　

午
後
三
時
か
ら
神
宮
大
麻
頒
布
推
進
会
議

が
開
催
さ
れ
、湯
澤
本
宗
奉
賛
部
長
か
ら
「
神

宮
大
麻
都
市
頒
布
向
上
施
策
に
つ
い
て
」
と

題
し
、
各
県
の
様
々
な
取
り
組
み
を
本
庁
で

纏
め
た
資
料
を
基
に
施
策
の
説
明
を
行
っ
た
。

ま
た
、
本
庁
が
作
成
し
た
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
、
ポ

ス
タ
ー
等
の
活
用
依
頼
が
あ
っ
た
。

　

森
神
宮
禰
宜
か
ら
は
、
神
宮
の
状
況
な
ど

が
紹
介
さ
れ
た
。

神宮大麻暦頒布始奉告祭を奉仕する祭祀委員会祭儀部員

神宮大麻を授ける牧庁長、佐々木副庁長

神宮大麻頒布大宮司表彰者
平成 27 年度

県神社庁神宮大麻関係表彰
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神宮大麻暦頒布始祭に先立って神宮を参拝する参加者

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭
並
び
に
表
彰
式

神

宮

　

平
成
二
十
八
年
度
の
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始

祭
が
九
月
十
七
日
、
内
宮
神
楽
殿
に
於
い
て

執
り
行
わ
れ
た
。

　

午
前
十
時
か
ら
始
ま
っ
た
祭
典
で
は
、
北

白
川
統
理
を
始
め
田
中
総
長
以
下
神
社
本
庁

役
員
全
国
各
神
社
庁
の
庁
長
や
頒
布
担
当

者
、
支
部
長
な
ど
約
二
〇
〇
人
が
参
列
し
、

当
県
か
ら
は
牧
庁
長
を
始
め
神
宮
大
麻
特
別

頒
布
優
良
奉
仕
者
福
田
真
人
氏
、
支
部
代
表

倉
敷
都
窪
支
部
長
室
山
晃
一
氏
、
教
化
委
神

宮
奉
賛
部
長
髙
山
命
之
氏
、
瀧
本
参
事
が
出

席
し
た
。

　

神
前
に
奉
ら
れ
た
神
宮
大
麻
・
暦
と
神
饌

を
前
に
亀
田
幸
弘
神
宮
少
宮
司
が
祝
詞
を
奏

上
。
撤
饌
の
後
、
神
宮
大
麻
・
暦
が
鷹
司
神

宮
大
宮
司
か
ら
北
白
川
統
理
へ
と
授
け
ら
れ
、

更
に
祭
典
終
了
後
、
北
白
川
統
理
か
ら
各
県

神
社
庁
長
へ
授
け
ら
れ
た
。

　

午
後
一
時
か
ら
は
神
宮
会
館
大
講
堂
に
場

所
を
移
し
て
神
宮
大
麻
暦
頒
布
表
彰
式
並
び

に
秋
季
推
進
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

表
彰
式
で
は
神
宮
大
麻
・
暦
の
頒
布
に
特

に
功
績
が
あ
っ
た
神
社
庁
と
奉
仕
者
を
表
彰
。

　

各
代
表
者
が
鷹
司
神
宮
大
宮
司
と
亀
田
少

宮
司
か
ら
表
彰
状
と
記
念
品
を
受
け
取
っ
た
。

　

秋
季
推
進
会
議
で
は
小
串
副
総
長
が
座
長

と
な
り
、
議
事
が
進
め
ら
れ
、
平
成
二
十
七

年
度
頒
布
数
八
六
五
万
二
千
体
と
平
成

二
十
八
年
度
交
付
数
八
八
六
万
六
千
体
の
報

告
、
平
成
二
十
七
年
度
の
頒
布
数
に
つ
い
て

は
六
年
連
続
で
減
少
し
た
も
の
の
、
そ
の
実

数
は
前
年
比
の
約
半
分
で
あ
っ
た
事
や
、
返

戻
大
麻
の
数
が
少
な
く
な
っ
た
事
な
ど
が
報

告
さ
れ
た
。

　

事
例
報
告
で
は
簡
易
神
祠
の
無
料
配
布
、

年
賀
タ
ウ
ン
メ
ー
ル
、
写
真
入
り
案
内
板
、

神
社
名
入
り
チ
ラ
シ
の
新
聞
折
込
な
ど
の
増

頒
布
活
動
が
紹
介
さ
れ
た
。

神

社

庁

　

神
職
・
総
代
の
皆
様
方
に
は
、
神
宮
大
麻
の
頒

布
推
進
に
ご
尽
力
頂
い
て
い
る
事
に
つ
き
ま
し

て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、
県
下
の
神
宮
大
麻
の
頒
布
状
況
は
、
平

成
二
十
五
年
度
が
四
百
体
の
増
加
が
出
来
た
も

の
の
、
平
成
二
十
六
年
度
が
四
百
三
十
体
の
減

少
、
平
成
二
十
七
年
度
に
は
二
千
六
十
八
体
の
大

き
な
減
少
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

特
に
昨
年
度
は
十
七
支
部
の
内
四
支
部
し
か

増
体
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
各
支
部
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
色
々
な
諸
事
情
が
あ
る
か
と
思

い
ま
す
が
、
支
部
内
で
目
標
意
識
を
高
め
る
事
が

必
要
か
と
思
わ
れ
ま
す
。　
牧
庁
長
が
い
つ
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
「
や
る
気
」
と
い
う
も
の
を
出
さ

な
い
と
中
々
目
標
達
成
が
出
来
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
八
年
度
の
神
宮
奉
賛
部
会
の
推
進

施
策
と
し
て
、
次
の
二
事
業
を
実
施
致
し
ま
し

た
。

①
神
棚
の
無
い
家
庭
に
神
棚
を
贈
呈

　

す
で
に
支
部
長
を
通
じ
て
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
付
き

の
ポ
ス
タ
ー
を
配
布(

本
務
神
社
の
み)

し
て
お

り
、
ご
社
頭
に
掲
示
し
て
頂
い
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
正
月
に
初
詣
に
訪
れ
る
多
数
の
参
拝
者
の
目

に
留
ま
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
神
棚
の
無
い
家
庭
に

社
頭
で
紹
介
し
て
戴
け
れ
ば
、
神
宮
大
麻
の

増
体
が
図
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

②
神
宮
大
麻
推
進
タ
ウ
ン
メ
ー
ル
の
発
送

　

こ
の
事
業
は
、
神
宮
大
麻
の
増
体
を
図
る

た
め
、
氏
子
区
域
全
戸
に
神
社
の
地
図
入
り

Ａ
４
版
の
郵
便
物
（
タ
ウ
ン
メ
ー
ル
）
を
送

付
し
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
岡
山
支
部
の
岡
南
神
社
と
邑

久
上
道
西
大
寺
支
部
の
窪
八
幡
宮
の
二
社

を
選
定
い
た
し
ま
し
た
。
岡
南
神
社
は
六
、

三
七
三
世
帯
、
窪
八
幡
宮
は
五
、四
三
三
世
帯

に
タ
ウ
ン
メ
ー
ル
の
送
付
を
い
た
し
ま
し
た
。

両
神
社
と
も
神
宮
大
麻
の
頒
布
に
苦
心
さ
れ

て
い
た
た
め
、
今
回
増
体
が
見
込
ま
れ
る
事

を
期
待
し
て
の
選
定
で
す
。

　

神
社
本
庁
で
は
「
三
ヵ
年
継
続
神
宮
大
麻

都
市
頒
布
向
上
計
画
」
を
策
定
し
て
い
ま
す

が
、
今
年
度
で
最
終
年
度
と
な
り
ま
す
。

　

各
神
社
が
減
体
を
し
な
い
と
い
う
強
い
気

持
ち
を
持
っ
て
頂
け
れ
ば
、
支
部
で
の
増
体

に
も
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。
神
宮
大
麻
を
頒

布
す
る
事
に
よ
り
、
神
社
大
麻
も
増
体
に
な

る
と
確
信
し
て
お
り
、
社
頭
で
の
教
化
活
動

の
一
環
と
し
て
神
職
・
総
代
の
皆
様
方
の
頑

張
り
を
期
待
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

神
宮
大
麻
頒
布
優
良
支
部

高
梁
支
部　

真
庭
支
部

神
宮
大
麻
特
別
頒
布
優
良
奉
仕
者

神
職
玉
島
浅
口
支
部

羽
黒
神
社
宮
司

福
田　

真
人

神
宮
大
麻
頒
布
優
良
奉
仕
者

神            職

児
島
支
部

玉
比
咩
神
社
宮
司

近
土　

泰
彦

玉
島
浅
口
支
部

大
宮
神
社
宮
司

唐
川　

頌
三

御
津
支
部

八
幡
宮
宮
司

杉
田　

良
爾

東
備
支
部

松
尾
神
社
宮
司

藤
井　

正
勝

高
梁
支
部

稲
荷
神
社
宮
司

内
田　

正
之

川
上
支
部

八
幡
神
社
宮
司

江
草　

正
登

新
見
支
部

八
幡
神
社
宮
司

荒
木　

康
平

天
満
神
社
宮
司

渡
邊　

吉
樹

真
庭
支
部

八
幡
神
社
宮
司

黒
田　

公
宜

美
作
支
部

吉
野
神
社
宮
司

髙
山　

命
之

神職以外

津
山
支
部

大
美
彌
神
社
責
任
役
員

大
塚　

景
康

玉
島
浅
口
支
部

真
止
戸
山
神
社
責
任
役
員

渡
辺　

雅
允

井
笠
支
部

長
澤
神
社
責
任
役
員

橋
本　

典
明

高
梁
支
部

川
合
神
社
責
任
役
員

大
木　

晴
太

新
見
支
部

江
原
八
幡
神
社
責
任
役
員

中
川　

紀
明

平成 28 年

神
宮
大
麻
関
係
表
彰
三
条
一
号
（
神
社･

団
体
表
彰
）

津
山
支
部

芳
野
神
社

邑
久
上
道
西
大
寺
支
部

豊
原
北
島
神
社

吉
備
支
部

總
社

川
上
支
部

國
司
神
社

新
見
支
部

國
司
神
社

真
庭
支
部

稻
荷
神
社

神
宮
大
麻
関
係
表
彰
三
条
二
号
（
個
人
表
彰
）

御
津
支
部

化
氣
神
社
責
任
役
員

黒
瀬　

知
之

教
化
委
員
会
神
宮
奉
賛
部
部
長　
髙
山　
命
之

強
い
気
持
ち
で
大
麻
頒
布
を
！

　

九
月
二
十
一
日
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
岡

山
県
神
社
庁
講
堂
に
て
、
平
成
二
十
八
年
度

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
奉
告
祭
並
び
に
表
彰

式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

　

祭
典
で
は
神
宮
大
宮
司
代
理
と
し
て
森
俊

嗣
禰
宜
、
神
社
本
庁
か
ら
は
湯
澤
豊
本
宗
奉

賛
部
長
が
参
列
、
神
宮
大
麻
が
神
前
に
奉
ら

れ
、
藤
山
副
庁
長
が
祝
詞
を
奏
上
し
た
後
に

牧
庁
長
、
佐
々
木
副
庁
長
か
ら
各
支
部
長
に

神
宮
大
麻
が
授
け
ら
れ
た
。

　

引
続
き
平
成
二
十
七
年
度
岡
山
県
神
社
庁

神
宮
大
麻
関
係
表
彰
式
が
執
り
行
わ
れ
、
三

条
一
号
に
六
神
社
。
三
条
二
号
に
一
人
が
表

彰
の
栄
誉
に
浴
し
た
。

　

午
後
三
時
か
ら
神
宮
大
麻
頒
布
推
進
会
議

が
開
催
さ
れ
、湯
澤
本
宗
奉
賛
部
長
か
ら
「
神

宮
大
麻
都
市
頒
布
向
上
施
策
に
つ
い
て
」
と

題
し
、
各
県
の
様
々
な
取
り
組
み
を
本
庁
で

纏
め
た
資
料
を
基
に
施
策
の
説
明
を
行
っ
た
。

ま
た
、
本
庁
が
作
成
し
た
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
、
ポ

ス
タ
ー
等
の
活
用
依
頼
が
あ
っ
た
。

　

森
神
宮
禰
宜
か
ら
は
、
神
宮
の
状
況
な
ど

が
紹
介
さ
れ
た
。

神宮大麻暦頒布始奉告祭を奉仕する祭祀委員会祭儀部員

神宮大麻を授ける牧庁長、佐々木副庁長

神宮大麻頒布大宮司表彰者
平成 27 年度

県神社庁神宮大麻関係表彰
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中国地区神社庁教化会議（於広島県神社庁）

こ
だ
わ
り
の
社

第 27 回

福田神社
（倉敷市北畝）

宮司　柚木　直彦

　

倉
敷
市
北
畝
に
鎮
座
す
る
福
田
神
社
（
柚

木
直
彦
宮
司
）は
、福
田
新
田
五
箇
村（
北
畝
、

中
畝
、
南
畝
、
松
江
、
東
塚
）
の
地
が
嘉
永

五
年
か
ら
開
墾
さ
れ
た
の
に
と
も
な
い
、
そ

の
地
区
の
産
土
神
と
し
て
勧
請
さ
れ
、
文
久

二
年
に
社
殿
を
造
営
し
、
明
治
四
年
に
創
建

さ
れ
た
。

　

社
殿
の
老
朽
化
に
よ
り
、
平
成
四
年
頃
に

平
面
図
、
立
面
図
を
描
き
御
造
営
計
画
を
立

て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
幣
拝
殿
の
改
築
に
着

工
し
た
。

　

御
祭
神
に
天
照
大
神
を
奉
斎
し
て
い
る
こ

と
も
関
係
し
、
伊
勢
の
神
宮
に
対
し
崇
敬
の

念
深
く
、
平
成
五
年
の
第
六
十
一
回
神
宮
式

年
遷
宮
に
際
し
て
は
、
神
宮
古
殿
舎
撤
去
材

を
払
い
下
げ
さ
れ
た
。

　

第
一
期
工
事
と
し
て
幣
拝
殿
を
改
築
し
、

神
宮
古
材
を
使
用
し
、
祝
詞
殿
の
追
加
工
事

を
行
っ
た
。

　

二
期
工
事
と
し
て
平
成
二
十
五
年
八
月
頃

か
ら
、
四
十
四
年
ぶ
り
に
本
殿
改
修
工
事
を

行
い
、
平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
六
日
に
竣

工
を
迎
え
た
。

　

本
殿
は
、
一
間
社
入
母
屋
造
（
前
千
鳥
破

風
、
向
拝
軒
唐
破
風
）
で
総
欅
造
、
塩
飽
大

工
の
作
と
い
わ
れ
檜
皮
葺
で
あ
っ
た
。
俗
に
、

八
棟
造
り
、
王
子
造
と
も
呼
ば
れ
、
三
手
先

組
に
て
彫
刻
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が

特
徴
で
、
創
建
当
時
の
姿
を
今
に
と
ど
め
て

い
る
貴
重
な
建
物
で
あ
る
。

　

第
二
期
工
事
で
は
、
平
成
四
年
の
計
画
に

基
づ
き
、
石
垣
、
基
壇
を
改
修
し
本
殿
を
半

解
体
し
、
屋
根
を
檜
皮
葺
か
ら
銅
板
葺
へ
の

変
更
の
工
事
を
行
っ
た
。

　

今
回
も
第
一
期
工
事
と
同
じ
く
、
有
限
会

社
井
上
社
寺
工
業
に
設
計
施
工
を
依
頼
し
、

社
殿
と
本
殿
と
が
調
和
の
と
れ
た
御
造
営
が

で
き
た
。

　

ま
ず
石
垣
基
壇
工
事
を
行
う
に
あ
た
り
玉

垣
を
解
体
し
、
本
殿
を
大
型
ク
レ
ー
ン
で
吊

上
げ
、
社
殿
に
向
か
い
左
横
に
二
〇
ｍ
移
し

た
。
石
垣
を
解
体
撤
去
し
地
質
調
査
を
行
い

地
盤
改
良
工
事
を
行
っ
た
う
え
で
、
旧
石
垣

よ
り
八
〇
㎝
高
く
、
二
ｍ
奥
行
を
広
く
築
き

直
し
、
基
壇
を
一
ｍ
嵩
上
げ
し
三
ｍ
後
退
さ

せ
た
後
、
大
型
ク
レ
ー
ン
で
吊
上
げ
て
本
殿

を
据
え
直
し
た
。

　

雨
水
に
よ
る
老
朽
化
が
著
し
い
檜

皮
、
野
地
板
を
は
が
し
て
、
檜
皮
葺
の

型
に
そ
く
し
た
野
屋
根
地
に
造
形
し
て

銅
板
一
文
字
葺
と
し
た
。
傷
み
が
著
し

い
大
床
、
浜
床
、
木
階
な
ど
、
全
解
体

の
う
え
、
老
朽
部
材
を
全
改
修
し
新
し

く
組
み
直
し
補
正
を
施
工
し
た
。　

　

第
一
期
工
事
と
同
じ
く
、
平
成

二
十
六
年
九
月
に
神
宮
司
庁
か
ら
神
宮

殿
舎
撤
去
材
譲
与
の
交
付
通
知
書
が
届

き
、
十
一
月
に
神
宮
の
山
田
工
作
所
に

お
い
て
四
〇
、三
二
一
石
（
ト
ラ
ッ
ク

二
台
分
）
譲
与
材
を
受
領
し
た
。　
　

　

内
陣
、
天
井
を
半
解
体
し
、
化
粧
材

を
全
て
神
宮
古
材
を
使
用
し
貼
り
替
え

し
た
。

中
国
地
区
教
化
担
当
者
が
会
し
教
化
会
議
開
催

過
疎
化
問
題
検
討
会
設
置
を
決
定

広 島
　

八
月
二
十
九
日
・
三
十
日
の
両
日
に
亘
り

広
島
県
神
社
庁
に
於
い
て
第
二
十
四
回
中
国

地
区
神
社
庁
教
化
会
議
開
催
さ
れ
た
。　

　

会
議
に
は
、
中
国
五
県
の
教
化
委
員
長
・

副
委
員
長
ま
た
、
本
年
度
か
ら
「
地
区
教
化

講
師
」
も
加
え
、
二
十
一
名
が
参
加
し
、
当

県
か
ら
は
、
太
田
教
化
委
員
長
と
福
田
・
根

石
両
副
委
員
長
が
参
加
し
、
討
議
が
行
わ
れ

た
。　
　
　

⌘
 

各
県
活
動
報
告
及
び
計
画　
　
　
　
　

（
山
口
）

　

厄
年
早
見
表
・
大
大
麻
用
の
袋
・
暦
用
袋

の
作
成
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
自
由
画
・
写

真
コ
ン
テ
ス
ト
の
開
催
。
子
や
孫
の
家
庭
向

け
に
神
宮
大
麻
奉
斎
推
進
を
促
す
ポ
ス
タ
ー

作
成
。　
　

（
島
根
）

　

本
庁
教
化
実
践
目
標
を
も
と
に
六
項
目
の

教
化
実
践
目
標
大
綱
を
作
成
。
県
の
観
光
関

連
の
芸
能
人
に
よ
る
Ｃ
Ｍ
に
積
極
的
に
か
か

わ
る
。　
　
　
　
　
　

（
鳥
取
）

　

庁
報
を
よ
り
神
職
向
け
に
特
化
の
模
索
。

岡
山
を
参
考
に
親
子
神
宮
参
宮
団
を
検
討
、

初
回
は
県
内
神
社
参
宮
団
と
し
て
実
施
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
製
作
を
検
討
。　
　
　
　

（
岡
山
）

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
併
せ

て
、
氏
神
検
索
の
模
索
。「
終
戦
七
十
周
年
記

念
大
会
」、「
雅
楽
鑑
賞
会
」
の
実
施
。
次
年

度
開
催
予
定
「
巫
女
体
験
研
修
事
業
」
に
先

駆
け
て
の
「
枚
岡
神
社
」
視
察
研
修
計
画
。

（
広
島
）

　

建
築
業
者
、
葬
祭
業
者
へ
の
神
道
の
研
修

会
計
画
。
神
宮
大
麻
頒
布
推
進
Ｔ
Ｖ
Ｃ
Ｍ
製

作
放
映
。（
他
県
へ
の
貸
出
可
）
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
外
注
で
製
作
（
十
五
万
七
千
円
）、
レ

ン
タ
ル
サ
ー
バ
ー
月
五
百
円
、
更
新
作
業
月

五
千
円
、
ス
マ
ホ
対
応
検
討
。　
　
　
　
　

⌘
 

各
県
か
ら
の
提
案
議
題　
　
　
　
　
　
　

〇
皇
学
館
大
学
現
代
日
本
社
会
学
部
神
社
検

索
シ
ス
テ
ム
研
究
会
製
作
の
全
国
神
社
検
索

シ
ス
テ
ム
の
活
用
に
つ
い
て
（
岡
山
県
提
案
）

♦
各
県
で
の
導
入
を
前
向
き
に
検
討
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。　
　
　
　
　

〇
神
職
後
継
者
の
確
保
と
神
社
振
興
対
策
に

つ
い
て
各
県
と
の
連
携
。（
広
島
県
提
案
）　

♦
平
成
二
十
四
年
実
施
の
過
疎
化
、
少
子
高

齢
化
に
関
わ
る
神
社
運
営
状
況
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
に
つ
い
て
、
山
口
県
が
取
り
ま
と
め
た

内
容
を
報
告
。
こ
れ
を
土
台
と
し
て
、
地
区

で
ど
の
よ
う
な
施
策
が
必
要
か
検
討
。
方
向

性
、
具
体
策
ま
で
各
神
職
に
伝
え
る
事
が
必

要
と
さ
れ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

♦
過
疎
地
域
で
の
現
状
を
鑑
み
、
本
庁
の
各

規
程
の
改
正
が
必
要
な
部
分
が
多
く
、
本
庁

を
動
か
す
必
要
が
あ
る
。
そ
の
為
に
は
、
具

体
案
を
提
示
し
、
中
国
地
区
と
し
て
折
衝
す

る
事
が
肝
要
と
し
、
広
島
県
が
そ
の
資
料
と

方
向
性
を
参
考
的
に
提
案
。

♦
本
庁
へ
の
地
区
の
意
見
を
取
り
入
れ
た
具

体
的
な
改
善
策
を
提
示
す
べ
く
、
各
県
代
表

で
の
過
疎
化
問
題
検
討
会
設
置
が
提
案
さ
れ

た
。　
　

⌘
 

そ
の
他
の
報
告

〇
三
ヶ
年
継
続
神
宮
大
麻
都
市
頒
布
向
上
計

画
用
地
区
助
成
金
に
よ
る
資
材
制
作
に
つ
い

て
（
広
島
県
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

♦
地
鎮
祭
時
等
に
各
家
庭
に
神
棚
を
奉
斎
し

て
い
た
だ
け
る
よ
う
啓
発
す
る
チ
ラ
シ
作
製

を
提
案
。
中
国
地
区
の
各
県
に
配
布
さ
れ
る

予
定
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
山
口
県
か
ら
神
職
の
保
護
司
会
を
各
県
で

立
ち
上
げ
の
要
望
。

　

翌
日
に
は
、
海
上
自
衛
隊
呉
基
地
に
て
潜

水
艦
「
は
く
り
ゅ
う
」
艦
内
見
学
の
後
、
南

幕
僚
長
と
共
に
海
軍
カ
レ
ー
の
昼
食
。

　

呉
の
別
表
神
社
で
あ
る
「
亀
山
神
社
」
正

式
参
拝
し
、
閉
会
と
な
っ
た
。　
　
　

　
　

 （
教
化
委
員
会
副
委
員
長　

根
石
俊
明
）

「はくりゅう」乗船前の説明をする自衛隊員

　

さ
ら
に
神
宮
古
材
を
使
用
し
た
平
唐
門
の

新
設
を
追
加
工
事
で
行
っ
た
。
石
垣
拡
張
に

と
も
な
い
地
覆
石
、
親
柱
、
笠
木
、
鏡
板
左

右
各
一
丁
増
設
し
て
玉
垣
を
復
元
し
、
最
後

に
社
殿
（
祝
詞
殿
）
裏
腰
縁
か
ら
本
殿
基
壇

ま
で
橋
桁
を
増
設
し
、
高
欄
付
渡
り
廊
下
で

つ
な
げ
た
。

　

本
殿
御
垣
内
に
は
、
竣
工
奉
告
祭
の
時
に

行
っ
た
「
お
白
石
行
事
」
で
氏
子
崇
敬
者
の

皆
様
方
が
奉
納
し
て
並
べ
て
い
た
だ
い
た
お

白
石
が
清
浄
に
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
る
。

　

第
二
期
工
事
を
終
え
、
本
殿
を
高
く
し
、

後
ろ
に
移
す
事
で
、
社
殿
（
拝
殿
、
幣
殿
、

祝
詞
殿
）
か
ら
平
唐
門
、
本
殿
の
屋
根
が
一

体
と
な
っ
て
流
れ
る
よ
う
な
曲
線
が
美
し
く
、

優
雅
な
「
平
成
の
御
造
営
」
と
な
っ
た
。

第２期工事で改修を終えた本殿と新設された平唐門

　　　第１期工事で改築された社殿
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不
動
産
の
処
分

―
宗
教
法
人
と
し
て
の
法
的
義
務
―

【
相
談
】

　

当
神
社
は
、
こ
の
度
、
不
動
産
を
売
却
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
当
神
社
で
は
、
既
に

当
社
の
規
則
に
則
っ
て
責
任
役
員
の
決
議
、

統
理
の
承
認
の
手
続
を
行
っ
て
い
ま
す
。
規

則
に
則
っ
た
手
続
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
す

ぐ
に
契
約
し
て
も
問
題
な
い
で
し
ょ
う
か
。

【
回
答
】

１　
宗
教
法
人
法
を
意
識
す
る
必
要
性

　

神
社
本
庁
が
包
括
す
る
神
社
は
、
宗
教
法

人
と
な
っ
て
い
ま
す
。
宗
教
法
人
は
、
宗
教

法
人
法
の
規
定
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
神
社
に
お
い
て
は
、
規
則

の
み
な
ら
ず
宗
教
法
人
法
の
規
定
も
意
識
し

て
事
務
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

２　
不
動
産
を
売
却
す
る
際
に
は
、
宗
教
法

人
法
上
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要
な
の
？

　

神
社
に
お
い
て
、
不
動
産
を
売
却
す
る
際

に
は
責
任
役
員
会
の
決
議
、
統
理
の
承
認
と

い
う
規
則
に
規
定
さ
れ
て
い
る
事
項
を
遵
守

す
る
必
要
が
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
。
し

か
し
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
宗
教
法
人
法
第
23

条
第
１
号
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
売
却
の
１

か
月
前
に
、
信
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
に

対
し
て
、
そ
の
行
為
の
要
旨
を
示
し
て
そ
の

旨
を
公
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

仮
に
、
こ
の
公
告
を
怠
っ
て
し
ま
う
と
宗

教
法
人
法
第
88
条
第
３
号
に
よ
り
、
神
社
の

代
表
役
員
で
あ
る
宮
司
は
10
万
円
以
下
の
過

料
に
処
せ
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、

地
域
社
会
や
氏
子
の
方
か
ら
の
神
社
に
対
す

る
信
頼
に
影
響
し
て
し
ま
う
リ
ス
ク
が
生
じ

か
ね
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
、
不
動
産
を
売
却
す
る
場
合
に

は
、
忘
れ
ず
に
こ
の
公
告
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

３　
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
重
要
性

　

神
社
は
法
人
と
し
て
存
在
し
て
い
る
以
上
、

個
人
の
決
定
で
事
務
を
遂
行
す
る
の
で
は
な

く
、
責
任
役
員
・
総
代
・
職
員
の
方
々
等
で

事
務
を
遂
行
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
上
で
、
宗
教
法
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

神
社
の
規
則
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
の
は

も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
宗
教
法
人
法
の
規
定
も

遵
守
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
地
域
社
会
の
模
範
と
な
る
べ
き
神
社
に
お

い
て
、
法
律
違
反
の
事
態
が
生
じ
て
し
ま
う

と
、
そ
の
神
社
に
対
す
る
信
頼
を
失
わ
せ
る

契
機
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

社
会
に
は
、
宗
教
法
人
法
の
み
な
ら
ず
、

労
働
基
準
法
等
様
々
な
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
各
種
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
の
不
祥
事
が

発
生
し
て
し
ま
う
と
、
神
社
の
風
評
に
影
響

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
法
律
上
ど
の
よ
う

な
こ
と
に
注
意
し
て
事
務
を
行
っ
て
い
け
ば

よ
い
か
お
悩
み
の
場
合
に
は
、
弁
護
士
に
御

相
談
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

　　　　　　　　プロフィール
昭和 35 年大阪市生まれ。昭和 59 年３月に一橋大学法学
部を卒業後、労働省（現厚生労働省）勤務を経て、平成
４年４月に弁護士登録。専門は企業法務、民事事件、行
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近
年
、
県
内
神
社
も
法
律
上
の
ト
ラ
ブ

ル
に
巻
き
込
ま
れ
、
弁
護
士
に
相
談
す
る

ケ
ー
ス
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

昨
年
か
ら
小
林
裕
彦
弁
護
士
に
岡
山
県
神

社
庁
の
顧
問
弁
護
士
を
お
願
い
し
て
い
ま

す
。

　
今
回
は
、
小
林
弁
護
士
に
土
地
売
買
に

関
す
る
基
本
的
な
法
律
に
つ
い
て
説
明
し

て
戴
き
ま
す
。

宮
司
に
指
導
を
仰
ぎ
つ
つ
、
次
の
階
位
の
取

得
を
目
指
す
こ
と
を
希
望
し
ま
す
。

　

講
習
期
間
中
に
権
正
階
の
取
得
の
方
法
に

つ
い
て
説
明
し
た
と
こ
ろ
、「
祭
式
を
忘
れ

な
い
う
ち
に
権
正
階
を
取
得
し
た
い
」
と
の

意
見
や
「
岡
山
で
権
正
階
の
講
習
会
も
行
っ

て
欲
し
い
」
な
ど
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

直
階
検
定
講
習
会
は
県
外
で
も
受
講
で
き

ま
す
が
、
経
費
の
負
担
は
自
宅
か
ら
通
学
が

                                                 

で
き
る
岡
山
で
受
講
す
る
方
が
軽
く
な
り
ま

す
。

　

ま
た
、
講
師
の
先
生
は
県
内
神
職
の
方
々

で
す
の
で
、
神
職
と
し
て
奉
仕
し
た
後
に
は
、

分
か
ら
な
い
こ
と
を
質
問
で
き
る
身
近
な
先

生
と
な
る
と
共
に
、
神
社
庁
や
支
部
の
会
合

で
は
心
強
い
先
輩
と
し
て
交
流
が
続
い
て
い

き
ま
す
。
次
回
は
、
よ
り
多
く
の
方
に
受
講

し
て
も
ら
え
る
よ
う
願
っ
て
お
り
ま
す
。

小
林
や
す
ひ
こ
の
神
社
法
律
相
談

小
こばやし

林　裕
やすひこ

彦

岡山県神社庁顧問弁護士

　
八
月
、
教
化
委
員
会
育
成
部
会
の
主
催
で

県
内
の
小
中
学
生
を
対
象
に
し
た
『
岡
山
県

神
社
庁
こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り
』が
催
行
さ
れ
、

今
年
は
三
十
八
名
の
子
供
た
ち
と
神
宮
参

拝
、
春
日
大
社
参
拝
等
の
行
事
を
行
っ
た
。

　

行
程
中
、
中
に
は
熱
心
に
メ
モ
を
取
る
子

も
居
り
、
大
人
の
話
を
良
く
聞
い
て
い
る
こ

と
が
窺
え
た
が
、
勿
論
そ
ん
な
子
達
ば
か
り

と
は
い
か
ず
「
人
の
話
は
、ち
ゃ
ん
と
聞
く
」

如
何
程
注
意
し
た
事
か
。
今
年
の
子
も
中
々

の
強
者
揃
い
で
、
様
々
な
場
面
で
喚
起
の
言

葉
が
飛
ん
で
い
た
印
象
は
強
い
。

　

し
か
し
神
宮
に
て
、
火
き
り
等
を
体
験
し

た
際
は
、
皆
揃
っ
て
目
を
輝
か
せ
話
に
聞
き

入
っ
て
居
た
よ
う
に
思
う
。
好
奇
に
溢
れ
て

い
た
の
だ
ろ
う
。

　
「
御
饌
の
煮
炊
に
は
、
態わ
ざ
わ
ざ々

昔
な
が
ら
に

熾
し
た
浄
火
を
使
う
が
、
こ
れ
は
手
間
を
掛

け
る
事
に
意
味
が
あ
る
か
ら
。
出
来
合
の
物

よ
り
、
手
間
を
惜
し
ま
ず
作
ら
れ
た
物
の
方

が
美
味
し
と
思
え
る
の
は
何
故
か
」
職
員
は

分
か
り
易
く
説
く
「
そ
う
、
そ
こ
に
は
作
り

手
の
思
い
、
心
が
介
在
す
る
か
ら
」
と
。
子

供
た
ち
の
心
に
も
、
響
く
言
葉
で
あ
っ
た
の

で
は
無
か
ろ
う
か
。
私
は
部
外
か
ら
の
引
率

参
加
で
あ
っ
た
が
、
子
供
た
ち
に
『
何
を
、

ど
う
伝
え
よ
う
』と
、常
に
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

　

少
し
話
は
逸
れ
る
が
、以
前
研
修
に
て
「
神

社
は
子
供
の
遊
び
場
で
有
る
べ
き
だ
」
と
、

証
券
会
社
の
方
が
宣の
た
まう
事
が
有
っ
た
が
、
違

う
と
思
う
。「
神
社
に
親
し
み
を
」
と
の
事
、

そ
れ
は
そ
の
通
り
だ
が
、
遊
び
場
で
は
困
る
。

　

私
は
、
方
々
の
神
社
に
て
様
々
な
話
を
伺

う
内
、
そ
れ
ら
に
共
通
点
を
見
付
け
る
こ
と

が
あ
る
が
、
確
か
に
そ
の
中
に
「
子
供
の
頃
、

境
内
で
遊
ん
だ
」「
悪
さ
を
し
た
」
と
話
し
な

が
ら
、
熱
心
に
活
動
す
る
総
代
さ
ん
は
多
い
、

親
し
み
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
同
時
に
「
近
所
の
人
や
長
老
に
叱

ら
れ
た
」「
宮
守
に
追
い
か
け
回
さ
れ
た
」
と

言
い
、
今
で
は
子
供
の
気
持
ち
を
理
解
し
た

上
で
、
叱
る
側
へ
回
っ
て
い
る
話
し
は
興
味

深
い
。

　

日
大
の
山
口
義
枝
氏
に
よ
る
と
、
児
童
期

は
社
会
的
価
値
が
あ
る
活
動
に
関
心
が
向
か

い
、
技
能
や
知
識
の
習
得
を
楽
し
み
、
又
、

忍
耐
強
く
勤
勉
に
働
き
仕
事
を
完
成
さ
せ
る

喜
び
を
身
に
つ
け
、
環
境
の
変
化
へ
も
柔
軟

に
対
応
で
き
る
『
学
び
の
時
期
』
ら
し
い
、

只た
だ

し
、
文
化
の
違
う
国
に
生
活
し
た
事
の
あ

る
子
供
達
の
『
異
文
化
の
取
り
入
れ
調
査
研

究
』
に
よ
る
と
、
九
、十
才
を
過
ぎ
る
と
子
供

に
質
的
な
変
化
が
見
ら
れ
、
新
た
な
物
の
考

え
方
や
行
動
は
そ
れ
ま
で
通
り
取
り
入
れ
は

す
る
が
、
心
情
的
な
物
ま
で
取
り
入
れ
る
の

は
難
し
く
な
る
そ
う
だ
。

　

神
社
界
に
と
っ
て
、
日
本
の
国
柄
、
民
族

意
識
を
次
代
に
伝
え
る
事
は
至
上
命
題
で
あ

る
が
、
前
出
の
総
代
た
ち
は
、
子
供
の
頃
に

大
人
に
よ
っ
て
撒
か
れ
た
、
学
び
の
種
が
何

時
し
か
芽
を
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
神
社
に

は
、
大
切
な
も
の
が
存
す
る
と
学
ん
だ
の
で

あ
る
。

  

子
供
は
、
放
っ
て
お
け
ば
ど
こ
で
で
も
遊

ぶ
が
然
し
、
大
人
は
教
え
な
け
れ
ば
成
ら
な

い
。
大
人
社
会
の
一
端
を
。
境
内
で
の
配
慮

や
振
る
舞
い
方
、
神
と
人
と
の
関
係
や
、
大

切
に
受
け
継
い
で
き
た
心
情
を
伝
え
る
の
で

あ
る
。

　

近
年
、
作
法
を
心
得
る
参
拝
者
が
増
え
た

一
方
『
神
社
を
知
ら
な
い
大
人
』
も
目
に
付

く
よ
う
に
な
っ
た
気
が
す
る
。

　

参
拝
無
縁
で
犬
の
散
歩
や
携
帯
の
ゲ
ー
ム

に
勤
し
む
、
公
園
と
見
紛
う
よ
う
な
行
動
に

は
残
念
さ
を
覚
え
る
が
、
こ
れ
も
大
切
な
時

期
に
大
切
な
事
を
、
伝
え
来
れ
な
か
っ
た
結

果
で
あ
ろ
う
か
。

　

話
を
戻
そ
う
。『
何
を
、
ど
う
伝
え
よ
う
』

い
ず
れ
こ
の
国
や
神
社
界
を
担
う
こ
と
に
な

る
、
今
の
子
供
達
に
。
子
供
達
の
為
に
も
、

大
人
と
し
て
神
職
と
し
て
、
そ
の
責
務
を
如

何
に
し
て
果
た
そ
う
か
。

　

来
年
の
こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り
、
引
率
の
担

当
者
が
子
供
達
に
何
の
為
、
何
を
ど
の
様
に

伝
え
て
く
れ
る
の
か
。
頑
張
っ
て
頂
き
た
い
。

　

将
来
に
思
い
を
馳
せ
考
え
る
時
、
教
化
委

員
会
の
中
で
も
特
に
要
と
な
る
の
が
、
育
成

部
会
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
。

　

今
後
は
そ
の
活
躍
の
場
を
さ
ら
に
広
げ
て
、

斯
界
に
と
っ
て
、
日
本
の
国
に
と
っ
て
、
頼

も
し
い
と
思
い
得
る
次
代
の
担
い
手
が
育
つ

よ
う
、
一
人
で
も
多
く
の
子
供
に
、
日
本
人

と
し
て
大
切
な
事
を
知
る
切
掛
け
と
な
る
、

学
び
の
種
、
心
の
種
が
撒
か
れ
る
事
を
期
待

し
た
い
と
思
う
。

こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り
に
て
思
う

  　　　神宮で雅楽体験をする参加者

御
前
神
社 

禰
宜　
佐
藤 

和
也
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科　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異（△）

Ⅳ指導奨励費 13,749,000 15,980,403 △ 2,231,403
（16,639,061） （658,658）

1 教化事業費 8,282,000 11,067,155 △ 2,785,155
（11,172,061） （104,906）

　⑴教化費 910,000 882,381 27,619
　⑵広報費 720,000 720,000 0

　⑶事業費 4,000,000 6,890,061 △ 2,890,061
（6,890,061） （0）

　⑷神宮奉賛費 1,385,000 1,341,534 43,466
　⑸育成費 1,267,000 1,233,179 33,821
2 神社庁研修所費 2,000,000 1,771,692 228,308
　⑴研修費 2,000,000 1,771,692 228,308
3 祭祀研究費 1,226,000 935,386 290,614
4 各種補助金 2,241,000 2,206,170 34,830
　⑴神政連関係費 135,000 135,000 0
　⑵神青協補助金 450,000 450,000 0
　⑶氏青協補助金 90,000 90,000 0
　⑷県教神協補助金 90,000 90,000 0
　⑸女子神職会補助金 162,000 162,000 0
　⑹県敬婦連補助金 117,000 117,000 0
　⑺神楽部補助金 90,000 90,000 0
　⑻作州神楽補助金 27,000 27,000 0
　⑼支部長懇話会補助金 150,000 150,000 0
　⑽神宮大祭派遣補助金 30,000 30,000 0
　⑾教誨師関係費 350,000 351,170 34,830
　⑿地区大会援助金 550,000 550,000 0

Ⅴ各種積立金 5,990,000 5,990,000 0
1 職員退職給与積立金 830,000 830,000 0
2 正副庁長退任慰労金積立金 160,000 160,000 0

※表中の（　）内は補正予算額。
※差異（△）は、決算額が予算額に比して超過した場合△で
　表示する。

科　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異（△）
3 庁舎管理資金積立金 2,500,000 2,500,000 0
4 次期式年遷宮準備金 2,000,000 2,000,000
5 災害見舞積立金 500,000 500,000 0

Ⅵ神社関係者大会費 600,000 651,421 △ 51,421
Ⅶ負担金 23,532,450 22,950,430 582,020

1 本庁災害慰謝負担金 303,150 303,150 0
2 本庁負担金 6,669,300 6,669,300 0
3 本庁特別納付金 13,300,000 13,024,240 275,760
4 支部負担金報奨費 2,960,000 2,953,740 6,260
5 負担金特別対策費 300,000 0 300,000

Ⅷ渉外費 570,000 492,550 77,450
1 友好団体関係費 370,000 348,750 21,250
2 時局対策費 100,000 21,600 78,400
3 同和対策費 100,000 122,200 △ 22,200

Ⅸ神宮神徳宣揚費交付金 33,420,000 33,420,000 0
Ⅹ大麻頒布事業関係費 5,900,000 5,712,936 187,064

1 頒布事務費 500,000 474,112 25,888
2 頒布事業奨励費 5,400,000 5,238,824 161,176

Ⅺ予備費 14,163,550 0 14,163,550
（16,702,307） （16,702,307）

当期歳出合計 131,835,000 114,297,012 17,537,988
（137,623,818） （23,326,806）

次期繰越金 0 24,409,014 △ 24,409,014

歳出合計 131,835,000 138,706,026 △ 6,871,026
（137,623,818） （△ 1,082,208）

科　　　目 補正予算額 既決予算額 増　減（△）
前期繰越金 24,409,014 20,460,338 3,948,676
歳入合計 138,614,014 134,665,338 3,948,676

【歳入の部】

【歳出の部】
科　　　目 補正予算額 既決予算額 増　減（△）

Ⅲ事務局費 32,218,000 31,030,000 1,188,000
4 給料及び福利厚生費 17,018,000 16,730,000 288,000
　⑴給料 9,218,000 8,930,000 288,000
5 庁費 6,750,000 5,850,000 900,000
　⑴備品費 1,200,000 500,000 700,000
　⑵図書印刷費 1,050,000 850,000 200,000
Ⅺ予備費 18,100,864 15,340,188 2,760,676
当期歳出合計 138,614,014 134,665,338 3,948,676
歳入合計 138,614,014 134,665,338 3,948,676

平成 28 年度
岡山県神社庁一般会計歳入歳出補正予算書

（平成 28 年 7 月 1 日〜平成 29 年 6 月 30 日）

　

三
年
に
一
度
の
岡
山
県
神
社
庁
主
催
・
直
階
検
定
講
習

会
を
八
月
一
日
か
ら
三
十
日
ま
で
の
期
間
で
岡
山
県
神
社

庁
を
会
場
に
開
催
し
ま
し
た
。

　

受
講
者
は
男
性
が
四
人
、
女
性
四
人
の
計
八
人
で
、
県

内
の
神
社
に
奉
仕
す
る
予
定
の
者
が
七
人
、
県
外
が
一
人

で
し
た
。

　

神
職
の
家
族
が
受
講
者
の
中
心
で
す
が
、
神
社
神
道
に

関
す
る
専
門
知
識
が
ほ
ぼ
無
い
と
こ
ろ
か
ら
約
一
月
間
で

神
職
と
し
て
の
素
養
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
大
変

な
努
力
が
必
要
で
す
。

　

今
回
の
受
講
者
の
中
に
は
講
習
会
終
了
か

ら
一
月
半
後
の
十
月
の
お
祭
に
奉
仕
し
た
者

も
あ
り
、
着
実
に
実
力
を
つ
け
ま
し
た
。

　

講
習
会
で
最
も
多
い
授
業
は
祭
式
で
す
。

授
業
全
体
の
約
半
分
を
占
め
て
い
ま
す
。
今

回
は
受
講
者
が
少
人
数
で
し
た
が
、
そ
の
分
、

実
技
指
導
、
講
義
共
に
目
が
届
き
や
す
く
、

受
講
生
の
真
面
目
な
受
講
態
度
も
あ
っ
て
密

度
の
濃
い
養
成
が
で
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
約
一
月
間
の
短
期
養
成
に
は
限

界
が
あ
り
、
指
導
出
来
た
の
は
本
当
に
基
礎

の
部
分
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
奉
仕
神
社
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
神
社
庁
参
事　
瀧
本
文
典

県
内
外
か
ら
八
人
が
受
講
ー
直
階
検
定
講
習
会
ー

　
八
月
二
十
三
日
、
中
国
地
区
の
各
県
神
社

庁
、
神
道
政
治
連
盟
各
県
本
部
、
美
し
い
日

本
の
憲
法
を
つ
く
る
各
県
民
の
会
主
催
で
、

広
島
県
立
文
化
芸
術
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
弁

護
士
で
タ
レ
ン
ト
の
ケ
ン
ト
・
ギ
ル
バ
ー
ト

氏
の
講
演
が
行
わ
れ
た
。講
演
の
題
目
は「
ボ

ク
が
み
た
日
本
国
憲
法
」
で
あ
っ
た
。

　

会
場
に
は
、
広
島
県
を
は
じ
め
、
中
国

四
県
か
ら
も
多
数
の
神
職
や
関
係
者
が

一
七
〇
〇
名
詰
め
か
け
た
。

　

岡
山
県
か
ら
は
三
十
八
名
で
、
午
前
中
の

広
島
県
神
社
関
係
者
大
会
か
ら
出
席
し
た
牧

庁
長
を
除
く
参
加
者
が
、
県
内
各
地
か
ら
集

合
し
バ
ス
に
て
現
地
へ
向
か
っ
た
。

　

講
演
は
ま
ず
、
憲
法
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ(

連
合
国

軍
最
高
司
令
部)

、
そ
し
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

の
指
示
で
、
一
週
間
余
で
作
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
説
明
さ
れ
、
憲
法
の
欠
陥
に
つ
い
て
語

ら
れ
た
。

　

憲
法
第
一
条
の
「
象
徴
」
に
つ
い
て
、
法

律
用
語
や
法
律
概
念
で
は
な
く
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が

当
時
の
占
領
政
策
の
情
勢
に
鑑
み
、
妥
協
の

産
物
と
し
て
、
本
来
の
元
首
と
い
う
規
定
に

し
な
か
っ
た
点
に
触
れ
ら
れ
た
。

　

第
九
条
に
関
し
て
、「
平
和
憲
法
」
と
し
て

の
効
力
を
発
揮
し
て
お
ら
ず
、
た
だ
の
「
平

和
を
願
う
憲
法
」
で
あ
る
と
指
摘

さ
れ
、「
九
条
を
変
え
る
と
戦
争

に
巻
き
込
ま
れ
る
」
と
い
う
意
見

は
大
き
な
勘
違
い
で
あ
り
、
戦
争

に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
九
条
を
改

正
す
る
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
た
。

　

ギ
ル
バ
ー
ト
氏
は
、
自
分
は
戦

争
反
対
論
者
だ
と
明
言
さ
れ
、
だ

か
ら
こ
そ
、「
戦
争
に
な
ら
な
い

た
め
に
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
」

を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

に
、
考
え
な
い
「
平
和
ボ
ケ
」
に

な
っ
て
い
る
と
現
状
を
嘆
い
た
。

　
「
平
和
ボ
ケ
」
と
い
う
言
葉
は
、

英
語
で
は
訳
せ
な
い
と
の
こ
と

で
、
分
か
り
や
す
く
言
い
換
え
る

と
、「
自
分
を
含
め
て
す
べ
て
の

人
が
、
今
の
平
和
が
ず
っ
と
続
く

と
勘
違
い
し
て
い
る
人
た
ち
」
と
定
義
さ
れ

て
い
た
。

　

ま
た
、
大
き
な
問
題
と
し
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に

よ
る
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
る
Ｗ

Ｇ
Ｉ
Ｐ
（
ウ
ォ
ー
・
ギ
ル
ト
・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー

シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
に
言
及
さ
れ
た
。

　

Ｗ
Ｇ
Ｉ
Ｐ
と
は
、
武
士
道
な
ど
の
道
徳
心

を
徹
底
的
に
破
壊
し
、
日
本
人
の
精
神
を
貶

め
よ
う
と
自
虐
史
観
を
植
え
付
け
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
Ｗ
Ｇ
Ｉ
Ｐ
が
現
代
ま

で
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
続
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
も
指
摘
さ
れ
た
。

　

実
例
と
し
て
、
テ
レ
ビ
は
新
聞
等
と
は
違

い
、
言
論
の
自
由
が
あ
る
も
の
の
放
送
法
第

四
条
に
基
づ
き
中
立
な
立
場
で
放
送
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
昨
年
の
安
全
保
障
法

案
改
正
時
に
は
、
Ｔ
放
送
局
や
Ｔ
・
Ａ
放
送

局
は
90
％
を
超
え
る
内
容
で
反
対
を
取
り
上

げ
、
し
か
も
Ｔ
局
で
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が

こ
の
法
案
を
阻
止
す
る
よ
う
、
世
論
に
働
き

か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ま
で
明
言
し
て

い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。

　

そ
し
て
、
テ
レ
ビ
は
何
故
中
立
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
で
あ
る
が
、
公
共
電
波
は
特

定
の
者
し
か
利
用
で
き
な
い
か
ら
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

今
回
の
講
演
で
、
ギ
ル
バ
ー
ト
氏
は
、
特

に
憲
法
第
九
条
と
放
送
法
を
重
点
的
に
述
べ

ら
れ
て
い
た
が
、
戦
後
七
十
一
年
も
経
っ
て
、

自
分
は
果
し
て
憲
法
に
つ
い
て
、
自
国
の
憲

法
と
し
て
内
容
を
理
解
で
き
て
い
た
の
か
、

誇
れ
る
も
の
な
の
か
を
問
い
直
す
絶
好
の
機

会
と
な
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。

　

ま
た
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
自
虐
史
観
の
報

道
の
繰
り
返
し
は
、「
平
和
ボ
ケ
」
し
た
国
民

が
い
つ
の
間
に
か
鵜
呑
み
に
し
て
し
ま
う
危

険
性
が
あ
る
こ
と
を
懸
念
せ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
。

　
　
　
　
　
　

 （
八
幡
神
社
禰
宜
　
石
井
宏
尚
）

Ｗ
Ｇ
Ｉ
Ｐ
が
日
本
の
平
和
ボ
ケ
の
元
凶

１
７
０
０
人
を
前
に
ケ
ン
ト
・
ギ
ル
バ
ー
ト
氏
が
講
演

憲法改正推進　
中国地区講演会

ケント・シドニー
ギルバート

Kent Sidney 
Gilbert

  講演するケント・ギルバート氏

【広島】

  直階検定講習会閉講式
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な
っ
て
い
る
の
は
何
故
か
。

（
回
答
）イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー

対
策
の
た
め
に
九
月
に
補
正
を
組
ん
だ
が
、

そ
の
他
の
支
出
が
予
想
外
に
少
な
く
、
見
誤

り
で
あ
っ
た
。

（
質
問
）
職
員
退
職
金
の
一
部
を
中
退
共
に

掛
金
と
し
て
投
入
し
て
い
る
が
、
中
退
共
は

非
営
利
目
的
で
あ
る
宗
教
法
人
は
加
入
で
き

な
い
と
思
う
が
。

（
回
答
）
現
時
点
で
加
入
出
来
て
い
る
し
、

過
去
に
受
給
も
さ
れ
て
い
る
。

（
質
問
）
神
社
庁
事
業
部
取
り
扱
い
物
品
を

来
春
か
ら
取
り
止
め
る
事
と
な
っ
て
い
る

が
、
予
め
注
文
を
取
っ
て
、
神
社
関
係
者
大

会
で
販
売
し
て
貰
え
な
い
か
。

（
回
答
）
今
後
の
物
品
販
売
の
継
続
は
困
難

で
あ
る
。
発
注
先
業
者
の
紹
介
は
可
能
。

　

そ
の
他
、
事
業
会
計
及
び
財
産
目
録
の
記

載
方
法
な
ど
の
質
疑
が
あ
っ
た
が
、
当
庁
の

記
載
方
法
で
了
解
を
得
る
。

○
議
案
第
五
号
『
平
成
二
十
八
年
度
岡
山
県

　

神
社
庁
一
般
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
案
』

質
疑
は
な
く
、
可
決
さ
れ
た
。

○
そ
の
他

（
要
望
）
社
頭
講
演
で
は
な
く
祭
典
後
の
社

頭
講
話
研
修
会
を
開
催
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

（
質
問
）
過
疎
化
地
域
対
策
に
つ
い
て
神
社

庁
の
取
り
組
み
を
お
聞
か
せ
願
い
た
い
。

（
回
答
）
神
社
本
庁
及
び
中
国
地
区
神
社
庁
も

対
策
を
行
う
事
に
な
り
、
今
年
か
ら
取
り
組

み
を
始
め
て
い
る
の
で
、
両
者
と
連
携
を
取

り
な
が
ら
対
策
を
講
じ
る
検
討
を
す
る
。

（
質
問
）
最
近
、
神
社
関
係
者
大
会
に
装
束
店

等
の
出
店
が
無
い
の
は
何
故
か
。。

（
回
答
）
装
束
組
合
に
呼
び
掛
け
て
い
る
が
、

売
上
が
少
な
い
の
で
、
来
岡
さ
れ
な
く
な
っ

た
。

（
要
望
）
研
修
制
度
の
見
直
し
で
神
職
の
資
質

向
上
を
図
る
研
修
会
を
検
討
し
て
頂
き
た
い
。

　　　　　　　　        平成 27 年度

       岡山県神社庁
        一般会計歳入歳出決算書
　　                   （平成 27 年 7 月 1 日〜平成 28 年 6 月 30 日）

　　　    歳入総額　138,706,026 円
　　　    歳出総額　114,297,012 円
　　　    差引残高　  24,409,014 円

科　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異（△）
Ⅰ神饌及び幣帛料 870,000 790,600 79,400

1 本庁幣 620,000 612,600 7,400
2 神饌及初穂料 250,000 178,000 72,000

Ⅱ財産収入 10,000 5,548 4,452
Ⅲ負担金 36,920,000 36,922,830 △ 2,830

1 神社負担金 25,844,000 25,840,260 3,740
2 神職負担金 9,230,000 9,236,540 △ 6,540
3 支部負担金 1,846,000 1,846,030 △ 30

Ⅳ交付金 65,300,000 65,540,800 △ 240,800
1 本庁交付金 900,000 1,218,200 △ 318,200
2 神宮神徳宣揚交付金 64,000,000 64,000,000 0
3 本庁補助金 400,000 322,600 77,400

Ⅴ寄付金 3,000,000 2,688,000 312,000

Ⅵ諸収入 5,535,000 9,659,491 △ 4,124,491
（8,425,061） （△ 1,234,430）

1 表彰金 50,000 50,000 0
2 預金利子 5,000 4,461 539
3 申請料・任命料 2,000,000 2,722,000 △ 722,000

4 会費 3,180,000 6,360,061 △ 3,180,061
（6,070,061） （△ 290,000）

5 雑収入 300,000 522,969 △ 222,969
Ⅶ繰入金 1,200,000 1,200,000 0

当期歳入合計 112,835,000 116,807,269 △ 3,972,269
（115,725,061） （△ 1,082,208）

前期繰越金 19,000,000 21,898,757 △ 2,898,757
（21,898,757） （0）

歳入合計 131,835,000 138,706,026 △ 6,871,026
（137,623,818） （△ 1,082,208）

【歳入の部】
科　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異（△）

Ⅰ幣帛料 2,300,000 2,166,500 133,500
1 本庁幣 2,200,000 2,106,500 93,500
2 神社庁幣 100,000 60,000 40,000

Ⅱ神事費 400,000 317,740 82,260

Ⅲ事務局費 31,210,000 26,615,032 4,594,968
（31,570,000） （4,954,968）

1 表彰並びに儀礼費 1,600,000 901,306 698,694
　⑴各種表彰費 600,000 417,624 182,376
　⑵慶弔費 1,000,000 483,682 516,318
2 会議費 200,000 158,740 41,260
3 役員関係費 1,400,000 1,400,000 0
　⑴役員報酬 1,280,000 1,280,000 0
　⑵地区会議関係費 120,000 120,000 0

4 給料及び福利厚生費 16,100,000 14,628,068 1,471,932
（16,160,000） （1,531,932）

　⑴給料 8,300,000 8,352,000 △ 52,000
（8,360,000） （8,000）

　⑵諸手当 5,000,000 4,250,874 749,126
　⑶各種保険料 2,700,000 1,958,110 741,890
　⑷職員厚生費 100,000 67,084 32,916

５庁費 6,360,000 5,160,867 1,199,133
（6,660,000） （1,499,133）

　⑴備品費 300,000 462,232 △ 162,232
（500,000） （37,768）

　⑵図書印刷費 750,000 554,082 195,918

　⑶消耗品費 1,300,000 1,005,309 294,691
（1,400,000） （394,691）

　⑷水道光熱費 1,200,000 1,134,203 65,797
　⑸通信運搬費 900,000 701,075 198,925
　⑹雑費 1,910,000 1,303,966 606,034
6 交際費 1,100,000 1,069,347 30,653
7 旅費 3,300,000 2,484,594 815,406
8 維持管理費 950,000 665,425 284,575
9 法務対策費 200,000 146,685 53,315

【歳出の部】

　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日
午
前
十
一

時
、
岡
山
県
庁
議
員
棟
に
打
田
会
長
を
迎
え

ま
し
た
。
昼
食
の
後
、
自
民
党
県
議
員
団
控

室
に
招
か
れ
、
西
岡
県
議
の
司
会
の
下
、
神

道
議
員
連
盟
講
演
会
の
開
催
が
告
げ
ら
れ
、

岡
崎
豊
会
長
並
牧
博
嗣
本
部
長
の
挨
拶
の

後
、
愈
々
打
田
文
博
氏
の
登
壇
と
な
り
ま
し

た
。
打
田
氏
は
開
口
一
番
、
神
政
連
国
会
議

員
懇
談
会
の
メ
ン
バ
ー
が
衆
参
両
院
併
わ
せ

て
三
〇
四
名
で
あ
る
事
、
会
長
は
安
部
総
理
、

事
務
局
長
は
稲
田
防
衛
大
臣
で
あ
る
事
等
を

述
べ
ら
れ
た
後
、
神
政
連
が
目
指
す
憲
法
改

正
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
、
現
行
憲
法
を
次
の

よ
う
に
解
説
し
た
。

①
占
領
下
の
異
常
な
事
態
の
中
で
作
ら
れ
た

　

事
。

②
前
文
か
ら
九
十
六
条
ま
で
各
条
項
に
問
題

　

が
あ
る
事
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③
自
民
党
の
改
憲
試
案
は
、
素
晴
ら
し
い
た

　

た
き
台
に
な
る
事
。

神
道
政
治
連
盟
中
央
本
部
打
田
文
博
新
会
長
講
演

  講演を行う内田神政連中央本部会長

　　　　　　 打
うち

 田
だ

 文
ふみ

 博
ひろ

昭和 28 年生まれ、國學院大學神道学専
攻科卒。神奈川・寒川神社権禰宜を経て、
55 年から神社本庁に奉職し、渉外部長・
神道政治連盟事務局長などを歴任した。
平成12年から静岡・小國神社宮司を務め、
19 年には神政連幹事長に就任。28 年 6
月の神政連中央委員会において新会長に
選任された。63 歳。

（
神
政
連
県
本
部
副
幹
事
長　

岡
﨑
義
弘
）

④
九
十
六
条
に
改
憲
条
項
が
あ
る
中
で
、
正

　

当
な
手
続
き
を
経
て
改
憲
を
目
指
す
事
こ

　

そ
立
憲
主
義
そ
の
も
の
で
あ
る
事
等
々
。

　

ま
た
、
具
体
的
事
例
を
次
の
よ
う
に
述
べ

　

ら
れ
た
。

①
前
文
に
独
立
国
家
と
し
て
自
ら
国
を
守
っ

　

て
行
く
と
の
決
意
が
示
さ
れ
て
い
な
い
事
。

②
国
家
元
首
の
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い

　

事
。

③
天
皇
陛
下
の
十
二
の
国
事
行
為
の
中
に
、　

　

も
う
一
つ
宮
中
祭
祀
（
祈
り
）
の
項
目
を

　

入
れ
る
べ
き
事
。

④
九
条
に
国
防
軍
の
項
を
付
け
加
え
る
べ
き

　

事
。

　

更
に
「
象
徴
と
し
て
の
お
務
め
に
つ
い
て
」

天
皇
陛
下
が
お
こ
と
ば
を
発
表
さ
れ
た
事
に

言
及
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

①
こ
の
事
は
国
民
等
し
く
真
剣
に
考
え
る
べ

　

き
問
題
。

②
五
十
代
の
頃
の
陛
下
と
八
十
代
の
今
日
の

　

陛
下
と
を
お
も
ん
ば
か
り
て
、
確
か
に
御

　

公
務
の
軽
減
、
役
割
り
分
担
の
必
要
も
認

　

め
ら
れ
る
。

③
明
治
時
代
の
旧
皇
室
典
範
の
終
身
在
位
制

　

は
、
よ
く
よ
く
熟
慮
を
重
ね
た
結
果
の
賜

　

物
で
あ
る
。

④
譲
位
か
摂
政
を
置
く
か
の
み
の
議
論
が
為

　

さ
れ
る
の
は
的
を
得
た
議
論
で
は
な
い
。

⑤
い
ず
れ
に
し
ろ
、
政
府
の
対
応
を
注
視
し

　

て
行
き
た
い
。

　

最
後
に
ま
と
め
て
、
憲
法
改
正
、
皇
室
の

尊
厳
護
持
、
戦
没
者
の
慰
霊
・
顕
彰
等
々
、

神
政
連
の
取
り
組
む
べ
き
課
題
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

打
田
会
長
の
非
常
に
歯
切
れ
の
良
い
、
分

か
り
易
い
お
話
し
に
自
民
党
県
議
団
の
皆
様

が
「
今
日
は
大
変
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
お

か
げ
で
神
政
連
の
活
動
方
針
を
一
層
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」
と
、
口
々
に
感
想

を
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
あ
り
ま

し
た
。

　

打
田
文
博
会
長
を
岡
山
県
に
お
呼
び
し
て
、

親
し
く
御
講
演
を
し
て
頂
き
本
当
に
良
か
っ

た
と
思
わ
れ
、
こ
れ
か
ら
そ
の
成
果
が
確
実

に
現
わ
れ
る
事
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

正
当
な
手
続
で
改
憲
を
目
指
す
事
こ
そ
立
憲
主
義

　

平
成
二
十
八
年
度
の
神
道
政
治
連
盟
岡

山
県
本
部
の
年
間
行
事
計
画
の
一
番
の
柱

と
な
る
事
業
と
し
て
、
神
政
連
打
田
文
博

新
会
長
を
十
二
月
二
日
に
岡
山
へ
お
迎
え

し
、
岡
山
県
庁
に
て
岡
山
県
神
道
議
員
連

盟
（
会
長
岡
崎
豊
県
議
）
に
所
属
す
る
自

由
民
主
党
県
議
団
の
議
員
諸
氏
に
対
し
、

講
演
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

　

又
、
そ
の
後
午
後
三
時
か
ら
場
所
を
ホ

テ
ル
エ
ク
セ
ル
岡
山
に
移
し
て
、
神
道
政

治
連
盟
岡
山
県
本
部
の
役
員
並
び
に
代
議

員
諸
氏
に
、重
ね
て
御
講
演
を
お
願
い
し
、

活
発
な
質
疑
応
答
の
後
、
胸
襟
を
開
い
て

懇
親
会
を
催
す
事
が
叶
い
ま
し
た
。
多
く

の
関
係
者
の
皆
様
に「
神
政
連
の
活
動
と
、

目
指
す
処
」
を
詳
細
に
、
平
易
に
、
親
し

み
を
込
め
て
語
っ
て
い
た
だ
い
た
密
着
レ

ポ
ー
ト
を
茲
に
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。
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年 

月 

日

鎮　
座　
地

神　
社　
名

本
務
職

氏　

 

名

28
・
7
・
５
浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中

真
止
戸
山
神
社

禰
宜

中
山　

智
恵

28
・
7
・
20
岡
山
市
北
区
川
入

八
幡
神
社

宮
司

田
井　

一
郎

28
・
８
・
30
高
梁
市
備
中
町
東
油
野

八
幡
神
社

宮
司

長
原　

律
夫

28
・
10
・
１
倉
敷
市
本
町

阿
智
神
社

権
禰
宜

三
谷　

真
之

28
・
10
・
５
加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
田
東

松
尾
神
社

禰
宜

藤
本　

智
美

28
・
10
・
6
加
賀
郡
吉
備
中
央
町
三
納
谷

三
所
神
社

禰
宜

海
士
部　

泰
徳

28
・
10
・
６
加
賀
郡
吉
備
中
央
町
案
田

化
氣
神
社

禰
宜

小
倉　

孝
男

28
・
10
・
18
玉
野
市
山
田

水
守
神
社

禰
宜

松
浦　

愛
実

28
・
10
・
19
倉
敷
市
玉
島
乙
島

戸
島
神
社

宮
司

桑
野　

重
臣

28
・
11
・
11
小
田
郡
矢
掛
町
東
川
面

大
元
鵜
江
神
社

宮
司

鳥
越　

真
澄

28
・
11
・
11
小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛

矢
掛
神
社

宮
司

鳥
越　

充
久

28
・
11
・
14
岡
山
市
中
区
祇
園

総
社
宮

宮
司

武
部　

一
宏

神  

職  

任  

免

▼
就
任
発
令
の
部
▲　
※
本
務
の
み
掲
載

神  

職  

帰  

幽

年 

月 

日

鎮　
座　
地

神　
社　
名

本
務
職

氏　

 

名 

28
・
８
・
30
高
梁
市
備
中
町
東
油
野

八
幡
神
社

宮
司

長
原　

環

28
・
10
・
18
倉
敷
市
玉
島
乙
島

戸
島
神
社

宮
司

桑
野　

典
彦

▼
退
任
発
令
の
部
▲　
※
本
務
の
み
掲
載

年 

月 
日

鎮　
座　
地

神  

社  

名

職
名

氏　
名

現
身
分
享
年

28
・
9
・
3
津
山
市
杉
宮

西
賀
茂
神
社

名
誉
宮
司
青
山　

信
雄

二
級
上

102

28
・
10
・
14
高
梁
市
宇
治
町
本
郷

清
實
八
幡
神
社
宮
司

藤
本　

正
昭

二
級
上

89

28
・
10
・
24
真
庭
市
種

田
根
神
社

禰
宜

東
郷　

韶
人

三
級

75

し
た
。
何
事
も
そ
の
役
職
に
就
か
な
け
れ
ば

分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
河
本

前
庁
長
の
下
で
分
か
っ
た
の
は
「
庁
長
職
は

と
ん
で
も
な
く
忙
し
い
」
こ
と
。
県
内
外
の

様
々
な
行
事
へ
の
出
席
、
稟
議
書
の
決
裁
、

責
任
者
と
し
て
の
決
断
な
ど
副
庁
長
と
し
て

身
近
に
見
て
参
り
ま
し
た
。

　

河
本
前
庁
長
は
内
外
の
行
事
に
副
庁
長
を

代
理
と
し
て
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
さ
ら
に
問
題
が
生
じ
た
と
き
の
対
応
、

本
質
を
見
定
め
た
上
で
の
対
処
な
ど
考
え
る

　

こ
の
度
、
臨
時
協
議
委
員
会
に
お
い
て
副

庁
長
を
拝
命
致
し
ま
し
た
。牧
庁
長
の
も
と
、

神
社
庁
の
健
全
な
運
営
に
尽
力
す
る
所
存
で

す
。

　

神
社
庁
の
大
き
な
目
的
は
、
日
本
古
来
守

り
伝
え
ら
れ
て
き
た
伝
統
・
文
化
の
継
承
で

す
。
こ
の
数
十
年
の
社
会
の
変
化
は
著
し
い

日
本
の
伝
統
・
文
化
を
継
承
す
る

　

       

役
目
と
な
る
神
社
庁

【副庁長新任挨拶】
岡
山
県
神
社
庁
副
庁
長　
佐
々
木　
講
治

機
会
を
与
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
諸
先
輩
の
ご
配
慮
に
感
謝
し

つ
つ
、
現
牧
庁
長
を
全
力
で
支
え
、
こ
れ
か

ら
の
岡
山
県
神
社
庁
の
在
り
方
を
模
索
し
て

ゆ
く
の
も
副
庁
長
の
務
め
で
あ
る
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
は
一
人
一
人
の
神
職
の
皆
様
の
ご

協
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。

　

皆
様
の
ご
協
力
を
切
に
お
願
い
し
、
年
頭

の
ご
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

戦
後
教
育
の
結
果
で
し
ょ
う
か
、
個
々
の

意
識
を
尊
重
す
る
あ
ま
り
、
個
人
主
義
に
傾

き
過
ぎ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
核
家
族
に
伴
い
人
生
儀
礼
・
葬
送

儀
礼
の
変
化
が
著
し
く
進
ん
で
い
ま
す
。
簡

素
化
も
必
要
で
し
ょ
う
が
、
護
る
も
の
は
護

り
、
伝
え
て
い
く
も
の
は
伝
え
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

変
化
し
な
い
も
の
は
生
き
残
れ
な
い
と
も

言
い
ま
す
が
、
日
本
の
良
き
伝
統
・
文
化
を

護
り
伝
え
て
い
く
役
目
が
神
社
庁
に
は
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

皆
様
の
ご
指
導
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上

げ
、
就
任
の
挨
拶
と
致
し
ま
す

　
十
一
月
十
四
日
、
神
社
庁
講
堂
に
お
い
て

臨
時
協
議
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

開
式
行
事
、
庁
長
挨
拶
に
続
き
、
議
長
の

選
任
が
行
わ
れ
、
議
長
に
長
江
俊
忠
氏
、
副

議
長
に
大
橋
美
代
治
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
選
任
さ

れ
た
。

　

長
江
議
長
が
登
壇
し
、
議
事
の
審
議
が
行

わ
れ
た
。

○
議
案
第
一
号
『
平
成
二
十
七
年
度
岡
山
県

　

神
社
庁
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
』

○
議
案
第
二
号
『
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
神

　

社
庁
別
途
会
計
収
支
決
算
』

○
議
案
第
三
号
『
平
成
二
十
七
年
度
岡
山
県

　

神
社
庁
事
業
会
計
決
算
』

○
議
案
第
四
号
『
岡
山
県
神
社
庁
財
産
目
録
』

　

続
い
て
監
査
報
告
が
行
わ
れ
た
。

（
質
問
）
神
社
庁
研
修
所
に
於
い
て
社
頭
講
演

研
修
会
を
開
催
し
て
頂
け
な
い
か
。

（
回
答
）
研
修
企
画
室
で
検
討
す
る
。

（
質
問
）
負
担
金
減
免
措
置
を
受
け
た
神
社
は

あ
る
か
。

（
回
答
）
平
成
二
十
七
年
度
の
申
請
は
あ
り
ま

せ
ん
。

（
質
問
）
財
務
委
員
会
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
改
正

を
含
め
て
再
考
で
き
な
い
か
。

（
回
答
）
財
務
委
員
会
の
予
算
編
成
上
、
必
要

な
の
で
修
正
は
検
討
す
る
が
、
ご
理
解
を
頂

き
た
い
。

（
質
問
）
消
耗
品
費
は
補
正
で
増
額
し
た
に
も

拘
わ
ら
ず
、
決
算
が
当
初
予
算
よ
り
減
額
に

平
成
27
年
度
決
算
／
平
成
28
年
度
補
正
予
算
を
承
認

　【臨時協議員会】

議
長
に
長
江
氏
が
再
任

協
議
員
会
議
長

　
長
江　
俊
忠

  　臨時協議員会で挨拶を行う牧庁長

　

岡
山
県
氏
子
青
年
協
議
会
（
馬
渕
清
昇
会

長
）
は
、
全
国
氏
子
青
年
協
議
会
の
「
神
宮

新
穀
奉
納
行
事
」
に
呼
応
し
て
、
県
内
氏
青

で
は
初
め
て
神
宮
へ
の
献
穀
事
業
を
行
っ

た
。

　

こ
の
事
業
は
、
羽
黒
神
社
氏
子
青
年
会
渡

辺
明
廣
副
会
長
（
玉
島
）
の
田
を
借
り
、
そ

こ
を
献
穀
田
と
定
め
て
、
春
か
ら
稲
を
育
て

て
き
た
が
、
い
よ
い
よ
収
穫
時
期
を
迎
え
た

た
め
、
十
月
二
十
九
日
午
前
十
時
か
ら
祭
典

と
刈
り
入
れ
が
執
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ

る
。

　

当
日
は
、
献
穀
田
に
設
置
し
た
祭
壇
で
福

県
氏
青
協
が
献
穀
田
で
抜
穂
祭

  抜穂祭に参列する氏青協会員

  刈り取りを行う氏青協会員

田
真
人
羽
黒
神
社
宮
司
が
祝
詞
を
奏
上
し
、

岡
山
県
氏
子
青
年
協
議
会
馬
渕
会
長
以
下
八

名
が
参
列
の
下
、
祭
典
が
厳
粛
に
執
り
行
わ

れ
た
。

　

祭
典
に
引
き
続
き
鎌
で
刈
り
初
め
の
抜
穂

祭
を
行
い
、
会
員
総
出
で
約
三
〇
〇
kg
ほ
ど

の
献
穀
米
の
収
穫
と
な
っ
た
。
収
穫
さ
れ
た

新
穀
は
十
二
月
七
日
に
神
宮
に
奉
納
さ
れ
た

他
、
氏
青
協
が
所
属
す
る
鴻
八
幡
宮
、
羽
黒

神
社
に
も
奉
納
さ
れ
る
。

　

珍
し
い
試
み
と
し
て
の
話
題
性
も
あ
り
、

地
元
山
陽
新
聞
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
二
社
が

取
材
に
訪
れ
、
広
く
報
道
さ
れ
た
。

ー
神
宮
に
奉
納
へ
ー
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　11 月
1 日 月次祭
2 日 祭祀舞部会／神青協三役会・発送作業
9 日 岡山県神社総代会研修会（津山鶴山ホテル）
11 日 関係者大会企画委員会／特殊神事部会
14 日 臨時協議員会／身分選考委員会
16 日 研修企画室会議
17 日 祭儀部会
18 日 教神協打合せ／雅楽部会／女子神職会作業
21 日 事業部会／事業部会、特殊神事部会合同会議

24 日 神青協合同会議
新穀感謝祭団体参拝（第 1 日目）

25 日 新穀感謝祭団体参拝（第 2 日目）
26 日 新穀感謝祭団体参拝（第 3 日目）
28 日 神青協啓発活動準備・神青協役員会

　９月
1 日 月次祭
2 日 委員会事務説明会／支部事務説明会
6 日 祭祀舞部会／神青協研修準備
7 日 神青協研修会／教神協打合せ　　
8 日 事業部会
9 日 祭儀部会・雅楽部会習礼
14 日 女子神職会役員会／二級伝達式
15 日 神青協広報部会
16 日 こども伊勢まいり反省会
20 日 神青協三役会・神青協臨時総会

21 日 神宮大麻暦頒布始祭奉告祭
神宮大麻頒布推進会議

29 日 女子神職会研修会／財務委員会

　８月
1 日 直階検定講習会（8/1 ～８/30）
2 日 月次祭
8 日 神政連幹事会
9 日 祭祀舞部会 / 広報部会
22 日 こども伊勢まいり（第 1 日）

23 日 中国地区憲法改正推進講演会（広島県）
こども伊勢まいり（第 2 日）

25 日 役員会／身分選考委員会
こども伊勢まいり（第３日）

26 日 雅楽部会（いさお会館）
氏青協総会（羽黒神社）

30 日 階位検定委員会
31 日 二級伝達式

　

平
成
二
十
九
年
丁
酉
歳
の
新
春
を
迎
え
、

皇
室
の
弥
栄
、
県
内
各
神
社
ご
社
頭
の
隆
昌

と
皆
様
方
の
ご
健
勝
ご
多
幸
を
お
祈
り
申
し

上
げ
ま
す
。

　

昨
年
四
月
熊
本
を
中
心
と
す
る
二
度
に
亘

る
大
地
震
に
よ
り
甚
大
な
被
害
に
見
舞
わ

れ
、
多
く
の
神
社
も
被
災
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
を
受
け
て
県
内
神
社
関
係
者
の
皆
様
に

義
捐
金
の
お
願
い
を
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ

三
百
四
十
万
円
余
り
を
お
寄
せ
頂
き
ま
し

た
。
皆
様
の
ご
芳
志
に
対
し
、
衷
心
よ
り
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
義
捐
金
は
神
社
本
庁
が
取
り
纏
め
全

国
か
ら
総
額
三
億
九
千
五
百
万
円
が
寄
せ
ら

れ
、
本
庁
災
害
対
策
資
金
会
計
か
ら
の
支
出

金
千
五
百
万
円
を
合
わ
せ
て
四
億
一
千
万
円

が
熊
本
、
大
分
、
福
岡
、
佐
賀
、
長
崎
、
宮

崎
の
各
県
神
社
庁
に
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。　

一
日
も
早
い
復
興
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上

げ
た
く
思
い
ま
す
。

　

又
、
昨
年
は
神
社
本
庁
並
び
に
岡
山
県
神

社
庁
も
設
立
七
十
年
の
節
目
の
年
を
迎
え
、

設
立
当
初
の
先
人
た
ち
の
ご
労
苦
に
想
い
を

馳
せ
つ
つ
、
更
な
る
斯
界
発
展
の
為
に
力
を

尽
く
す
べ
く
思
い
を
新
た
に
し
た
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
斯
界
を
取
り
巻
く
社
会

情
勢
は
少
子
高
齢
化
、
人
口
減
少
に
よ
る
過

疎
化
の
進
展
等
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
の
が

現
状
で
あ
り
、
喫
緊
の
最
重
要
課
題
で
あ
る

こ
と
は
皆
斉
し
く
思
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

　

本
庁
で
は
、「
過
疎
地
域
神
社
活
性
化
推
進

委
員
会
」
を
設
置
し
、
課
題
を
単
に
協
議
す

る
だ
け
で
な
く
、
解
決
に
向
け
て
推
進
す
る

実
働
部
隊
と
し
て
運
営
す
る
方
針
を
打
ち
出

し
て
い
ま
す
。

　

中
国
地
区
に
お
き
ま
し
て
も
昨
年
暮
れ
、

　

神
社
庁
の
課
題
と
事
業
の
展
開

【年頭所感】

　10 月
3 日 月次祭／神宮奉賛部会／直階伝達式

4 日 神社庁神楽部役員会／祭祀舞部会／役員会
身分選考委員会

5 日 神政連幹事会／広報部会
17 日 特殊神事部会
18 日 研修企画室会議／二級伝達式
19 日 事業部会
24 日 岡山八幡会役員会・総会
26 日 神宮奉賛部会
27 日 雅楽部会

　７月
1 日 月次祭
4 日 直階検定講習会受講者面接
5 日 祭祀舞部会／祭祀委員会役員会・総会

7 日 教化委員会総会／広報部会／事業部会
神宮奉賛部会／育成部会／神政連監査

8 日 神青協役員会／神政連監査会・役員会
11 日 役員会／身分選考委員会
14 日 神政連代議員会
20 日 総代会評議員会
26 日 祭儀部会
27 日 神青協発送作業
28 日 神宮奉賛部会

庁務日誌抄
自　平成 28 年７月１日
至　平成 28 年 11 月 30 日

広
島
県
神
社
庁
の
呼
び
か
け
に
よ
り
過
疎
化

対
策
等
を
専
門
に
扱
う
組
織
作
り
の
協
議
に

入
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
中
国
地
区
四
県
と
互
い
の
情
報
を

共
有
す
る
と
共
に
緊
密
な
連
携
を
取
り
な
が

ら
、
当
県
に
と
っ
て
の
有
効
な
対
策
を
模
索

推
進
し
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
岡
山
県
神
社
庁
に
お
き
ま
し
て
は
、

本
年
度
予
算
に
計
上
し
て
頂
き
ま
し
た
神
社

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
刷
新
作
業
を
、
教
化
委

員
会
広
報
部
会
福
田
真
人
部
長
を
中
心
に
鋭

意
努
力
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　

若
い
世
代
に
対
し
、
神
社
界
を
身
近
に
感

じ
て
頂
く
、
或
い
は
知
っ
て
頂
く
為
の
最
も

有
効
な
手
段
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

内
容
の
充
実
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
よ
り
進

化
し
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
生
ま
れ
変
わ
り
、

当
県
神
社
界
の
情
報
発
信
の
要
と
し
て
大
い

に
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
事
務
局
に
つ
い
て
で
す
が
、
当
県

と
同
等
の
神
社
庁
事
務
局
員
は
四
名
乃
至
五

名
が
一
般
的
で
す
。
一
概
に
比
較
は
出
来
ま

せ
ん
が
、
今
の
事
務
局
員
に
は
大
き
な
負
担

を
か
け
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ご
承
知

の
通
り
、
本
年
六
月
末
日
を
も
っ
て
清
水
録

事
が
退
職
致
し
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
四
月
一

日
よ
り
新
入
職
員
と
し
て
、
女
子
職
員
一
名

の
採
用
を
内
定
し
て
お
り
ま
す
が
、
即
戦
力

と
は
い
か
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
事
務
局
員
三
名
体
制
を
維
持
す

る
為
に
は
事
務
量
の
負
担
軽
減
は
必
須
で
あ

り
、
取
り
敢
え
ず
直
近
で
必
要
と
思
わ
れ
る

シ
ス
テ
ム
開
発
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。

　

事
務
局
の
現
状
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
ご

協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

年
頭
に
あ
た
り
、
所
感
の
一
端
を
申
し
述

べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
本
年
も
神
社
庁
の
諸

行
事
に
対
し
、
各
段
の
ご
協
力
を
賜
り
ま
す

よ
う
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

岡
山
県
神
社
庁

　
庁
長　
牧　
　
博　
嗣

　

平
成
二
十
九
年
の
新
春
を
迎
え
、先
ず
も
っ

て
聖
寿
の
万
歳
、
皇
室
の
弥
栄
と
国
家
の
隆

昌
、
更
に
は
県
内
各
神
社
の
繁
栄
、
神
職
氏

子
崇
敬
者
皆
様
方
の
ご
健
勝
を
祈
念
し
、
新

年
の
ご
祝
辞
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
三
月
の
臨
時
協
議
員
会
で
再

度
副
庁
長
の
大
任
を
仰
せ
つ
か
り
、
今
期
か

ら
更
に
神
社
本
庁
評
議
員
に
も
選
出
さ
れ
ま

岡
山
県
神
社
庁
副
庁
長　
藤
山
知
之
進

三
年
間
を
糧
と
し
て　

　
　
　

庁
長
を
支
え
る

【副庁長就任挨拶】

四
月
一
日　
就
任

関
係
者
大
会
企
画
委
員
会
委
員
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

牧　
　
　

博　

嗣

関
係
者
大
会
企
画
委
員
会
副
委
員
長　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
月
二
十
六
日

関
係
者
大
会
企
画
委
員
会
委
員

神 

社 

庁 

辞 

令

佐
々
木　

講　

治

戸　

部　

廣　

徳

岡　

部　

典　

雄

伏　

見　
　
　

正

太　

田　

浩　

司

日　

野　

正　

彦

林　
　
　

浩　

平

三　

垣　
　
　

一

春　

名　
　
　

明

藤　

原　

光　

利

河　

本　

昌　

樹

白　

神　

倫　

枝

小　

坂　

博　

通

根　

石　

俊　

明

河　

野　
　
　

薫

長　

江　

俊　

忠

馬　

渕　

清　

昇

斎　

藤　

黎　

子

十
一
月
一
日　
就
任

錬
成
行
事
助
彦

　
　
　
　
　
　
　

村　

岡　

宣　

祐（
再
任
）

十
一
月
十
四
日　
就
任

岡
山
県
神
社
庁
協
議
員
会
議
長　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

長　

江　

俊　

忠

岡
山
県
神
社
庁
協
議
員
会
副
議
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

大　

橋　

美
代
治

藤　

山　

知
之
進

中　

島　
　
　

博

【
閉
庁
の
お
知
ら
せ
】

平
成
28
年
12
月
29
日

             

～

平
成
29
年
１
月
４
日

（年末年始）
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岡
山
県
神
社
庁

　
　
　

庁　

長 　
　

牧　
　
　

博　

嗣

　
　
　

副
庁
長 　
　

藤　

山　

知
之
進

　
　
　
　

〃 　
　
　

佐
々
木　

講　

治

　
　
　

理　

事 　
　

戸　

部　

廣　

徳

　
　
　
　

〃 　
　
　

岡　

部　

典　

雄

　
　
　
　

〃 　
　
　

伏　

見　
　
　

正

　
　
　
　

〃 　
　
　

太　

田　

浩　

司

　
　
　
　

〃 　
　
　

日　

野　

正　

彦

　
　
　
　

〃　
　

 　

林　
　
　

浩　

平

　
　
　
　

〃 　
　
　

三　

垣　
　
　

一

　
　
　
　

〃 　
　
　

春　

名　
　
　

明

　
　
　
　

〃 　
　
　

藤　

原　

光　

利　
　

　
　
　

監　

事 　
　

近　

藤　

有　

生

　
　
　
　

〃 　
　
　

髙　

山　

命　

之　

　

協
議
員
会
議
長 　

長　

江　

俊　

忠

　
岡
山
県
神
社
総
代
会

　
　
　

会　

長 　
　

中　

島　
　
　

博

　
【
事
務
局
】

　
　
　

参　

事 　
　

瀧　

本　

文　

典

　
　
　

主　

事 　
　

岡　

本　

好　

範

　
　
　

録　

事 　
　

清　

水　

美
代
子

謹
賀
新
年

皇
紀
二
六
七
七
年
丁
酉
歳

矢掛神社（小田郡矢掛町矢掛）

祝
祭
日
に
は
国
旗

を
掲
げ
ま
し
ょ
う

◆
任
期
の
切
り
替
わ
り
時
期
と
な
り
、
新
し

い
広
報
部
が
始
動
し
ま
し
た
。
就
任
早
々
か

ら
神
社
庁
Ｈ
Ｐ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
作
業
に
取

り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
何
か
と
至
ら
な
い
点

も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、部
員
一
丸
と
な
っ

て
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
宜
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。　
　
　

 

広
報
部
長　

福
田

　この度、岡山県神社庁ホームページをリニューアルする事になり、県内神社の美しい風景や祭りなどを紹介
する「神社ギャラリー」を設けることになりました。
　神社ギャラリーはＨＰ上から神社関係者を始め、広く一般の方もプロアマ問わず何方でも投稿でき、広報部
会の確認の後に掲載されるものです。手始めに関係神社の写真を投稿してご自慢の腕前をぜひＨＰでご披露さ
れては如何でしょう。
　投稿の方法はリニューアル後のＨＰに掲載しますが、写真はその権利を持つご本人や委託された方が、画像
データで投稿フォームからお送りいただく事になりますので、プリント写真等は画像データ（JPG）に変換が
必要です。
　リニューアルは平成 29 年２月を予定しておりますので、眠っている写真
や新たに撮影した写真を今の内から用意しておいて下さい。
　神社ギャラリーに１人１人が協力し、多くの写真が集まれば、岡山県の巨
大な神社歳時記写真集となります。そして、あなたの町の神社や祭りを後世
に残し、全国に紹介されるツールとなるのです。皆さまからの投稿をお待ち
申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山県神社庁教化委員会広報部会

神社ギャラリー 投稿写真募集
神社庁ホームページリニューアル

あ 

と 

が 

き

開 

催 

予 

告

枚
岡
神
社
か
ら
学
ぶ
神
道
教
化

　

枚
岡
神
社
（
東
大
阪
市
）
で
実
施
さ

れ
て
い
る
数
々
の
ユ
ニ
ー
ク
な
教
化
活

動
と
春
日
大
社
「
伝
神
楽
」
の
特
別
拝

観
を
盛
り
込
ん
だ
「
神
社
視
察
研
修
旅

行
」
を
実
施
致
し
ま
す
。

　

神
職
対
象
で
す
の
で
、
こ
の
機
会
に

是
非
ご
参
加
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

記

⑴ 

日　

時　

平
成
29
年
５
月
23
・
24
日

⑵ 

視
察
社　

枚
岡
神
社･

春
日
大
社

⑶ 

宿　

泊　
奈
良
ワ
シ
ン
ト
ン
ホ
テ
ル
プ
ラ
ザ

⑷ 

費　

用　

一
万
八
千
円

⑸ 

申　

込　
教
化
委
員
会
事
業
部
会
か
ら
年

　
　
　
　
　
　

明
け
に
申
込
書
を
お
送
り
し 

　
　
　
　
　
　

 

ま
す
。




